
議
会
事
務
局

病
院
局

企
業
局

知
事
部
局

機
関
名

公

告

36
(0)

1,031(2)

58(0)

7,094
(36)

法
人
化
分
除
き

5,764
(33)

平
成
17年
度

職
員
数36
(0)

1,000(3)

56(2)

5,706
(29)

平
成
18年
度

37
(0)

830(3)

51(2)

5,644
(35)

平
成
19年
度

1
(0)

△
170(0)

△
5(0)

△
62(6)

増
減
数

対
前
年
度

組
織
の
廃
止
に
伴

う
他
部
局
へ
の
異

動
等
に
よ
る
減

相
馬
事
業
所
廃

止
等
に
よ
る
減

業
務
効
率
化
等

に
よ
る
減

理
由

合
計

海
区
漁
業
調
整

委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事

務
局

人
事
委
員
会
事

務
局

監
査
委
員
事
務

局 選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局

警
察
本
部

教
育
委
員
会

議
会
事
務
局

30,204
(71)

法
人
化
分
除
き

28,874
(68) 6(0)

13(0)

13(0)

25(0) 5(0)

3,633(0)

18,290
(33) 36
(0)

28,639
(56) 6(0)

13(0)

13(0)

25(0) 5(0)

3,646(0)

18,133
(22) 36
(0)

28,214
(61) 6(0)

13(0)

13(0)

25(0) 5(0)

3,660(0)

17,930
(21) 37
(0)

△
424(5) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

14(0)

△
203
(△
1) 1
(0)

警
察
官
の
増
員

児
童
・
生
徒
数

の
減
少
に
伴
う

減

公
告
第
六
百
七
号

福
島
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
七
年
福
島
県
条
例
第
十
二
号)

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
三
十
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

Ⅰ
人
事
行
政
の
運
営
の
状
況

１
職
員
の
任
免
及
び
職
員
数
に
関
す
る
状
況

�
職
員
数
の
状
況
と
主
な
増
減
理
由

(各
年
度
４
月
１
日
現
在
)

(注
)
職
員
数
は
一
般
職
に
属
す
る
職
員
数
で
あ
り
､
(
)
内
は
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
※
で

外
書
き
で
す
｡

※
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

地
方
公
務
員
法
(以
下
｢法
｣
と
い
う
｡
)
第
28条
の
５
の
規
定
に
基
づ
き
､
定
年
退

職
者
で
､
従
前
の
勤
務
実
績
等
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
､
１
年
を
越
え
な
い
範
囲
内
で
任

期
を
定
め
､
短
時
間
勤
務
の
職
(当
該
職
を
占
め
る
職
員
の
１
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤

務
時
間
が
､
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
と
同
種
の
も

の
を
占
め
る
職
員
の
１
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
比
し
短
い
時
間
で
あ
る
も

の
｡
)
に
採
用
さ
れ
た
職
員
｡
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)



技
能
労
務
職

医
療
職

一
般
行
政
職

区
分

職
種

削
減
実
績

知
事
部
局
職
員
数

条
例
定
数
改
正

0(1)

102

165
(26)

採
用

平
成
17年
度

5,706

平
成
18年
４
月
１
日

5,862

平
成
18年
４
月
１
日

18

133

209
(11)

退
職

2
(12)

51(2)

148
(23)

採
用

平
成
18年
度

△
62

5,644

平
成
19年
４
月
１
日

5,512

平
成
23年
４
月
１
日

19 30 92

定
年

退
職

5 66 88

勧
奨

△
350

削
減
目
標

2(4)

85(1)

49
(16)

そ
の
他

26

181

229
(16)

計

平
成

17年
度

平
成

18年
度

区
分

平
成

17年
度

平
成

18年
度

区
分

合
計

公
安
職

教
育
職

技
能
労
務
職31,570 人
30,681

職
員
数Ａ

2,100,851 人
2,089,439

住
民
基
本
台
帳
人
口

(年
度
末
) 804

(117)

171

366
(90) 0(1)

137,820,259

千
円

133,341,074

給
料

給
与

費

817
(66)

132

325
(55)

18

866,427,370

千
円

830,848,126

歳
出
額Ａ25,191,560

千
円

24,169,257

職
員
手
当 637
(109)

158

278
(72) 2
(12)

2,785,877

千
円

3,829,935

実
質
収
支

55,287,563

千
円

53,418,290

期
末
･勤
勉
手
当

401 51

209 19

282,107,426

千
円

276,036,189

人
件
費Ｂ

271 42 70 5

218,299,382

千
円

210,928,621

計
Ｂ

32.6 ％
33.2

人
件
費
率

Ｂ
／
Ａ

298
(67)

65 97
(46) 2(4)

6,915

千
円

6,875

１
人
当
た
り
給
与
費

Ｂ
／
Ａ

970
(67)

158

376
(46)

26
�
職
員
数
適
正
管
理
の
数
値
目
標
及
び
進
捗
状
況
等

ア
知
事
部
局
で
は
､
平
成
18年
度
か
ら
平
成
22年
度
を
期
間
と
す
る
行
財
政
改
革
大
綱
に
基
づ

き
､
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
推
進
､
Ｉ
Ｔ
の
活
用
等
に
よ
る
事
務
事
業
の
見
直
し
な
ど
に
よ
り
､

５
年
間
で
350人

の
職
員
数
を
削
減
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
｡

�
削
減
目
標

(単
位
：
人
)

�
削
減
実
績

(単
位
：
人
)

イ
企
業
局
及
び
病
院
局
に
お
い
て
も
､
そ
れ
ぞ
れ
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
推
進
､
業
務
の
効
率

化
等
に
よ
り
､
定
員
の
一
層
の
適
正
管
理
に
努
め
て
い
ま
す
｡

�
職
員
の
採
用
及
び
退
職
の
状
況

平
成
18年
度
に
採
用
及
び
退
職
し
た
職
員
の
状
況
は
､
次
の
と
お
り
で
す
｡
(単
位
：
人
)

(注
)
１

｢一
般
行
政
職
｣
欄
に
は
､
他
に
区
分
さ
れ
な
い
職
種
を
含
み
ま
す
｡

２
(
)
内
は
再
任
用
職
員
で
あ
り
､
外
書
き
で
す
｡

２
職
員
の
給
与
の
状
況

�
総
括

ア
人
件
費
の
状
況
(普
通
会
計
決
算
見
込
)

イ
職
員
給
与
費
の
状
況
(普
通
会
計
決
算
見
込
)
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技
能
労
務
職

一
般
行
政
職

区
分

平
均
給
与

月
額

平
均
給
料

月
額

平
均
年
齢

平
成

17年
度

円

418,628 円

356,100

歳
月

42.08

Ｈ
18.4.1

一
般
行
政
職

31,570中
学
卒

高
校
卒

高
校
卒

大
学
卒 円

417,032 円

354,800

歳
月

43.02

Ｈ
19.4.1

137,820,259

135,900円

151,050円

142,800円

176,800円

初
任
給

円

410,977 円

368,700

歳
月

49.00

Ｈ
18.4.1

技
能
労
務
職 25,191,560

円

410,533 円

367,300

歳
月

49.06

Ｈ
19.4.1

円

446,883 円

395,600

歳
月

42.07

Ｈ
18.4.1

高
等
学
校
教
育
職

55,287,563144,400円

162,400円

152,500円

188,300円

２
年
後
の
給
料

円

444,878 円

393,100

歳
月

42.11

Ｈ
19.4.1

円

445,946 円

397,400

歳
月

42.08

Ｈ
18.4.1

小
・
中
学
校
教
育
職

218,299,382円

444,713 円

395,900

歳
月

43.03

Ｈ
19.4.1

円

490,836 円

362,300

歳
月

42.01

Ｈ
18.4.1 公

安
職 6,915円

481,800 円

354,400

歳
月

41.08

Ｈ
19.4.1

公
安
職

小
・
中
学
校

教
育
職

高
等
学
校
教

育
職

技
能
労
務
職

一
般
行
政
職

区
分

公
安
職

小
・
中
学
校

教
育
職

高
等
学
校
教

育
職

技
能
労
務
職

高
校
卒

大
学
卒

高
校
卒

大
学
卒

高
校
卒

大
学
卒

中
学
卒

高
校
卒

高
校
卒

大
学
卒

高
校
卒

大
学
卒

高
校
卒

大
学
卒

高
校
卒

大
学
卒

中
学
卒

高
校
卒

250,000円

290,900円

在
職
者
な
し

312,700円

在
職
者
な
し

310,600円

在
職
者
な
し

在
職
者
な
し

211,000円

266,100円

経
験
年
数
10年

162,800円

202,300円

147,000円

197,400円

153,100円

197,400円

135,900円

151,050円

288,600円

334,600円

在
職
者
な
し

369,600円

280,200円

367,400円

在
職
者
な
し

251,000円

266,000円

336,300円

経
験
年
数
15年

183,100円

218,400円

158,500円

210,000円

166,300円

210,000円

144,400円

162,400円

343,500円

387,200円

在
職
者
な
し

404,700円

313,100円

407,400円

257,000円

308,100円

330,800円

383,700円

経
験
年
数
20年

(注
)
１
職
員
手
当
に
は
退
職
手
当
を
含
み
ま
せ
ん
｡

２
職
員
数
は
､
特
別
職
を
除
い
た
普
通
会
計
職
員
数
で
あ
り
年
度
中
の
増
減
を
平
均
し
た

も
の
で
す
｡

�
職
員
の
平
均
給
与
月
額
､
初
任
給
等
の
状
況

ア
職
員
の
平
均
年
齢
､
平
均
給
料
月
額
及
び
平
均
給
与
月
額
の
状
況
(各
年
度
４
月
１
日
現
在
)

(注
)
１

｢平
均
給
料
月
額
｣
と
は
､
各
年
度
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
各
職
種
ご
と
の
職
員
の

基
本
給
の
平
均
で
す
｡

２
｢平
均
給
与
月
額
｣
と
は
､
給
料
月
額
と
毎
月
支
払
わ
れ
る
扶
養
手
当
､
地
域
手
当
､

住
居
手
当
､
時
間
外
勤
務
手
当
な
ど
の
諸
手
当
の
額
を
合
計
し
た
も
の
で
す
｡

イ
職
員
の
初
任
給
の
状
況
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)

ウ
職
員
の
経
験
年
数
別
・
学
歴
別
平
均
給
料
月
額
の
状
況
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)
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計

10
級

９
級

８
級

７
級

６
級

５
級

４
級

３
級

２
級

１
級

区
分

本
庁
部
長

本
庁
部
長
､
地
方
振
興
局
長

本
庁
総
括
参
事

本
庁
参
事
､
出
先
所
長

本
庁
参
事
､
出
先
所
長

本
庁
副
主
幹
､
出
先
次
長

本
庁
副
主
幹
､
出
先
課
長

主
査

係
員

係
員

標
準
的
な
職
務
内
容

人
6,599 人2 人
31 人
45 人
186 人
1,208 人
852 人
1,891 人
1,334 人
634 人
416

Ｈ
18.４

.１ 職
員
数

人
6,509 人2 人
30 人
50 人
184 人
1,231 人
870 人
1,964 人
1,267 人
547 人
364

Ｈ
19.４

.１

％
100.00 ％
0.03 ％
0.46 ％
0.77 ％
2.83 ％
18.91 ％
13.37 ％
30.17 ％
19.47 ％
8.40 ％
5.59

Ｈ
19.４

.１

構
成
比

(加
算
措
置
の
状
況
)

職
制
上
の
段
階
､
職
務
の
級
等
に
よ
る
加
算

措
置�
役
職
加
算
５
～
20％

�
管
理
職
加
算
15～
25％

(平
成
18年
度
支
給
割
合
)

期
末
手
当

勤
勉
手
当

2.95
月
分

1.45
月
分

(1.55)
月
分

(0.75)
月
分

１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
(平
成
18年
度
)

1,806千
円

福
島

県

比
率

Ｂ
／
Ａ

実
施
職
員
数
Ｂ

職
員
数

Ａ

計

％
13.7 人
922 人
6,718

平
成
16年
度

％
11.3 人
755 人
6,673

平
成
17年
度

(加
算
措
置
の
状
況
)

職
制
上
の
段
階
､
職
務
の
級
等
に
よ
る
加
算

措
置�
役
職
加
算
５
～
20％

�
管
理
職
加
算
10～
25％

(平
成
18年
度
支
給
割
合
)

期
末
手
当

勤
勉
手
当

3.0
月
分

1.45月
分

(1.6)
月
分

(0.75)
月
分

－ 国

人
6,599

％
11.1 人
733 人
6,602

平
成
18年
度 人

6,509
％

100.00
�
一
般
行
政
職
の
級
別
職
員
数
等
の
状
況

ア
一
般
行
政
職
の
級
別
職
員
数
の
状
況
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)

(注
)
１

｢職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
｣
に
基
づ
く
行
政
職
給
料
表
の
級
区
分
に
よ
る
職
員
数

で
す
｡

２
標
準
的
な
職
務
内
容
と
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
級
に
該
当
す
る
代
表
的
な
職
務
で
す
｡

イ
一
般
行
政
職
の
標
準
を
超
え
る
昇
給
の
状
況

勤
務
成
績
が
特
に
優
秀
で
あ
る
場
合
等
に
､
上
位
の
号
給
に
昇
給
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
す
｡

(注
)
１
職
員
数
は
各
年
度
４
月
１
日
現
在
の
一
般
行
政
職
員
数
で
す
｡

２
平
成
16年
度
及
び
平
成
17年
度
の
実
施
職
員
数
は
､
特
別
昇
給
等
に
よ
り
普
通
昇
給
の

期
間
を
短
縮
し
た
職
員
数
で
す
｡

�
職
員
の
手
当
の
状
況

ア
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当

年
間
4.4月

分
が
２
回
に
分
け
て
支
給
さ
れ
ま
す
｡
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大
阪
市
､
名
古
屋
市

東
京
都
特
別
区

支
給
対
象
地
域
等

支
給
職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(同
上
)

支
給
実
績
(平
成
18年
度
普
通
会
計
決
算
見
込
)

(支
給
率
)

自
己
都
合

勧
奨
・
定
年

勤
続
20
年

23.5
月
分

30.55月
分

勤
続
25
年

33.5
月
分

41.34月
分

勤
続
35
年

47.5
月
分

59.28月
分

最
高
限
度
額

59.28月
分

59.28月
分

そ
の
他
の
加
算
措
置
定
年
前
早
期
退
職
特
例
措
置

(２
％
～
20％

加
算
)

１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
(平
成
18年
度
)

自
己
都
合

6,661千
円

勧
奨
・
定
年
28,627千

円

福
島

県

(加
算
措
置
の
状
況
)

職
制
上
の
段
階
､
職
務
の
級
等
に
よ
る
加
算

措
置�
役
職
加
算
５
～
20％

�
管
理
職
加
算
15～
25％

12％

14％

支
給
率

(支
給
率
)

自
己
都
合

勧
奨
・
定
年

勤
続
20
年

23.5
月
分

30.55月
分

勤
続
25
年

33.5
月
分

41.34月
分

勤
続
35
年

47.5
月
分

59.28月
分

最
高
限
度
額

59.28月
分

59.28月
分

そ
の
他
の
加
算
措
置
定
年
前
早
期
退
職
特
例
措
置

(２
％
～
20％
加
算
)

－ 国

(加
算
措
置
の
状
況
)

職
制
上
の
段
階
､
職
務
の
級
等
に
よ
る
加
算

措
置�
役
職
加
算
５
～
20％

�
管
理
職
加
算
10～
25％

9人

23人

支
給
対
象
職
員
数

487,162円

38,973千
円

12％

14％

国
の
制
度
(支
給
率
)

航
空
業
務
手
当

爆
発
物
取
扱
等
作
業

手
当

水
上
等
作
業
手
当

危
険
現
場
作
業
手
当

手
当
の
名
称

手
当
の
種
類
(手
当
数
)

職
員
全
体
に
占
め
る
手
当
支
給
職
員
の
割
合
(平
成
18年

度
)

支
給
職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(同
上
)

支
給
実
績
(平
成
18年
度
普
通
会
計
決
算
見
込
)

医
師

前
橋
市

札
幌
市

仙
台
市

大
阪
市
､
名
古
屋
市

右
記
業
務
に
従
事

し
た
職
員

警
察
職
員
､
地
方

振
興
局
に
勤
務
す

る
職
員

水
産
試
験
場
等
に

勤
務
す
る
職
員

建
設
事
務
所
等
に

勤
務
す
る
職
員

支
給
対
象
職
員
等

15％ 2％ 3％ 5％

12％航
空
機
に
搭
乗
し
て
行
う

災
害
調
査
､
捜
索
救
難
等

の
作
業
に
従
事
し
た
場
合

爆
発
物
の
処
理
作
業
､
火

薬
類
､
高
圧
ガ
ス
等
製
造

施
設
に
お
い
て
行
う
災
害

調
査
等
の
作
業
等
に
従
事

し
た
場
合

潜
水
作
業
､
冬
期
間
に
お

け
る
魚
類
の
採
卵
作
業
等

に
従
事
し
た
場
合

高
所
､
深
所
､
道
路
上
等

の
危
険
な
現
場
に
お
い
て

行
う
作
業
に
従
事
し
た
場

合 支
給
対
象
業
務
の
内
容

37人 1人 5人 4人 9人

32

39.6％

98,006円

1,102,276千
円

15％ 2％ 3％ 5％

12％

１
件
当
た
り
1,900

円
～
5,100円

日
額
250円

～
4,600円

日
額
270円

～
1,500円

日
額
240円

～
450円

支
給
単
価

(注
)
(
)
内
は
､
再
任
用
職
員
に
係
る
支
給
割
合
で
す
｡

イ
退
職
手
当
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)

(注
)
退
職
手
当
の
１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
は
､
前
年
度
に
退
職
し
た
職
員
に
支
給
さ
れ
た
平
均

額
で
す
(特
別
職
除
く
)
｡

ウ
地
域
手
当
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)

県
外
の
特
定
地
域
に
勤
務
す
る
職
員
お
よ
び
採
用
が
困
難
な
医
師
に
対
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
｡

平
成
17年
度
ま
で
は
､
｢調
整
手
当
｣
と
し
て
支
給
さ
れ
て
い
た
手
当
で
す
｡

エ
特
殊
勤
務
手
当
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)

危
険
､
不
快
､
不
健
康
ま
た
は
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
職
員
に
対
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
｡
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特
殊
環
境
内
作
業
手

当 災
害
応
急
作
業
等
手

当 放
射
線
取
扱
手
当

有
害
物
等
取
扱
手
当

感
染
症
防
疫
等
作
業

手
当

死
体
処
理
手
当

種
雄
牛
馬
豚
取
扱
手

当 航
空
業
務
手
当

勤
務
環
境
が
劣
悪

な
作
業
場
に
お
け

る
業
務
に
従
事
す

る
職
員

右
記
業
務
に
従
事

し
た
職
員

診
療
放
射
線
技
師
､

試
験
研
究
機
関
に

勤
務
す
る
職
員
等

試
験
研
究
機
関
等

に
勤
務
す
る
職
員

感
染
症
病
棟
又
は

家
畜
保
健
衛
生
所

等
の
機
関
に
勤
務

す
る
職
員

県
立
病
院
､
警
察

本
部
(検
視
等
)

の
職
員

畜
産
試
験
場
等
に

勤
務
す
る
職
員

右
記
業
務
に
従
事

し
た
職
員

高
温
多
湿
､
騒
音
又
は
悪

臭
等
に
よ
り
勤
務
環
境
が

劣
悪
な
作
業
場
等
に
お
い

て
一
定
時
間
以
上
の
作
業

に
従
事
し
た
場
合

重
大
な
自
然
災
害
､
事
故

災
害
の
発
生
現
場
等
に
お

け
る
災
害
警
備
､
遭
難
救

助
等
の
作
業
に
従
事
し
た

場
合

エ
ッ
ク
ス
線
照
射
装
置
等

に
よ
る
放
射
線
を
照
射
す

る
作
業
に
従
事
し
た
場
合

有
害
物
又
は
薬
物
を
使
用

し
て
行
う
試
験
､
研
究
等

の
う
ち
著
し
く
健
康
を
害

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
作
業

に
従
事
し
た
場
合

感
染
症
汚
染
区
域
に
お
け

る
診
療
､
家
畜
伝
染
病
汚

染
区
域
等
に
お
け
る
防
疫

作
業
等
の
作
業
に
従
事
し

た
場
合

死
体
の
処
理
､
検
視
等
の

作
業
に
従
事
し
た
場
合

種
雄
牛
馬
豚
の
精
液
の
採

取
等
の
た
め
こ
れ
を
御
す

る
作
業
等
に
従
事
し
た
場

合 航
空
機
に
搭
乗
し
て
行
う

災
害
調
査
､
捜
索
救
難
等

の
作
業
に
従
事
し
た
場
合

日
額
240円

～
640円

日
額
480円

～
840円

日
額
240円

日
額
290円

～
390円

日
額
290円

日
額
1,100円

～
2,500

円 日
額
240円

１
件
当
た
り
1,900

円
～
5,100円

保
健
福
祉
等
特
殊
業

務
手
当

乗
船
業
務
手
当

技
術
者
養
成
指
導
手

当 県
税
賦
課
徴
収
手
当

教
育
業
務
連
絡
指
導

手
当

教
員
特
殊
業
務
手
当

用
地
交
渉
等
手
当

特
殊
環
境
内
作
業
手

当

保
健
福
祉
事
務
所

等
に
勤
務
す
る
職

員 右
記
業
務
に
従
事

し
た
職
員

高
等
技
術
専
門
校

等
の
職
員
､
右
記

の
訓
練
指
導
に
従

事
し
た
職
員

地
方
振
興
局
(県

税
部
)
等
に
勤
務

す
る
職
員

県
立
学
校
､
市
町

村
立
学
校
の
教
諭

県
立
学
校
､
市
町

村
立
学
校
の
教
諭

等 建
設
事
務
所
等
に

勤
務
す
る
職
員

勤
務
環
境
が
劣
悪

な
作
業
場
に
お
け

る
業
務
に
従
事
す

る
職
員

生
活
保
護
法
､
児
童
福
祉

法
等
の
保
健
衛
生
関
係
法

の
規
定
に
よ
り
､
要
保
護

者
等
に
接
し
て
行
う
一
定

の
業
務
に
従
事
し
た
場
合

漁
業
指
導
船
に
乗
り
組
み
､

漁
業
に
関
す
る
指
導
､
航

海
実
習
指
導
等
の
業
務
に

従
事
し
た
場
合

教
育
職
給
料
表
の
適
用
を

受
け
な
い
職
員
が
､
職
業

教
育
等
の
専
門
的
知
識
を

必
要
と
す
る
授
業
を
担
当
､

又
は
消
防
､
警
察
業
務
に

関
す
る
訓
練
指
導
等
に
従

事
し
た
場
合

県
税
の
賦
課
又
は
徴
収
の

た
め
納
税
者
､
滞
納
者
等

に
直
接
接
し
､
又
は
こ
れ

ら
に
関
係
す
る
機
関
を
訪

問
し
て
行
う
業
務
に
従
事

し
た
場
合

教
務
､
生
徒
指
導
等
の
業

務
に
当
た
る
主
任
等
で
困

難
な
業
務
に
従
事
し
た
場

合 学
校
の
管
理
下
に
お
い
て

行
う
非
常
災
害
時
等
の
緊

急
業
務
､
宿
泊
を
伴
う
引

率
指
導
業
務
等
に
従
事
し

た
場
合

現
地
に
お
い
て
公
共
用
地

取
得
交
渉
､
損
失
補
償
交

渉
の
業
務
に
従
事
し
た
場

合 高
温
多
湿
､
騒
音
又
は
悪

臭
等
に
よ
り
勤
務
環
境
が

劣
悪
な
作
業
場
等
に
お
い

て
一
定
時
間
以
上
の
作
業

に
従
事
し
た
場
合

日
額
250円

～
610円

月
額
12,800円

(生
活
保
護
関
連
対
象
職

に
専
ら
従
事
)

日
額
490円

日
額
460円

(訓
練
指

導
)

給
料
月
額
×
6/100等

(授
業
担
当
)

日
額
800円

～
1,350円

月
額
12,800円

～
28,300

円
(専
ら
従
事
)

日
額
200円

日
額
900円

～
3,200

円 日
額
650円

月
額
13,600円

(専
ら
従
事
)

日
額
240円

～
640円
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鑑
識
作
業
手
当

交
通
取
締
等
手
当

犯
罪
捜
査
等
手
当

犯
則
取
締
等
手
当

環
境
衛
生
検
査
等
作

業
手
当

家
畜
等
衛
生
検
査
作

業
手
当

夜
間
等
特
殊
業
務
手

当 保
健
福
祉
等
特
殊
業

務
手
当

警
察
本
部
又
は
警

察
署
に
勤
務
す
る

職
員

警
察
本
部
又
は
警

察
署
に
勤
務
す
る

職
員

警
察
本
部
又
は
警

察
署
に
勤
務
す
る

職
員

地
方
振
興
局
(県

税
部
)
に
勤
務
す

る
職
員
等

右
記
業
務
に
従
事

し
た
職
員

家
畜
保
健
衛
生
所
､

保
健
福
祉
事
務
所

等
に
勤
務
す
る
職

員 警
察
署
､
児
童
相

談
所
等
に
勤
務
す

る
職
員

保
健
福
祉
事
務
所

等
に
勤
務
す
る
職

員

犯
罪
鑑
識
の
作
業
並
び
に

理
化
学
､
法
医
学
又
は
銃

器
弾
薬
類
の
知
識
を
利
用

し
て
行
う
鑑
定
の
作
業
に

従
事
し
た
場
合

道
路
上
に
お
い
て
行
う
道

路
交
通
法
等
違
反
者
の
取

締
り
等
の
業
務
に
従
事
し

た
場
合

防
弾
装
備
を
装
着
し
て
行

う
銃
器
犯
罪
捜
査
､
そ
の

他
の
犯
罪
捜
査
､
被
疑
者

の
逮
捕
の
業
務
に
従
事
し

た
場
合

地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ

く
犯
則
事
件
の
調
査
､
漁

業
法
等
の
規
定
に
基
づ
く

検
査
､
検
挙
等
の
業
務
に

従
事
し
た
場
合

公
害
防
止
に
関
す
る
法
令

の
規
定
に
基
づ
き
現
地
で

行
う
健
康
被
害
の
お
そ
れ

が
あ
る
検
査
の
作
業
等
に

従
事
し
た
場
合

家
畜
保
健
衛
生
に
関
す
る

病
性
鑑
定
等
の
作
業
､
と

さ
つ
検
査
等
の
作
業
に
従

事
し
た
場
合

深
夜
に
行
わ
れ
る
犯
罪
捜

査
､
交
通
取
締
､
要
保
護

児
童
の
介
助
等
の
業
務
に

従
事
し
た
場
合

生
活
保
護
法
､
児
童
福
祉

法
等
の
保
健
衛
生
関
係
法

の
規
定
に
よ
り
､
要
保
護

者
等
に
接
し
て
行
う
一
定

の
業
務
に
従
事
し
た
場
合

日
額
310円

～
560円

日
額
280円

～
460円

日
額
310円

～
1,640円

日
額
500円

～
550円

日
額
350円

日
額
610円

(病
性
鑑
定
1,100

円
)

１
件
当
た
り
620円

～
7,200円

日
額
250円

～
610円

月
額
12,800円

(生
活
保
護
関
連
対
象
職

に
専
ら
従
事
)

多
学
年
学
級
担
当
業

務
手
当

守
衛
特
殊
業
務
手
当

兼
任
授
業
担
当
手
当

野
犬
捕
獲
作
業
手
当

病
院
等
特
殊
業
務
手

当 警
ら
手
当

護
衛
等
手
当

鑑
識
作
業
手
当

小
学
校
又
は
中
学

校
の
２
以
上
の
学

年
の
児
童
又
は
生

徒
で
編
制
さ
れ
て

い
る
学
級
を
担
当

す
る
教
育
職
員
で

規
則
で
定
め
る
も

の 守
衛
で
あ
る
職
員

高
等
学
校
に
勤
務

す
る
教
諭
等

保
健
福
祉
事
務
所

に
勤
務
す
る
職
員

県
立
病
院
等
に
勤

務
す
る
職
員

警
察
本
部
又
は
警

察
署
に
勤
務
す
る

職
員

警
察
本
部
又
は
警

察
署
に
勤
務
す
る

職
員

警
察
本
部
又
は
警

察
署
に
勤
務
す
る

職
員

２
又
は
３
の
学
年
の
児
童

又
は
生
徒
で
編
制
さ
れ
て

い
る
学
級
に
お
け
る
授
業

又
は
指
導

福
島
県
庁
舎
管
理
規
則
で

定
め
る
禁
止
行
為
に
違
反

す
る
者
等
に
対
し
て
直
接

行
う
取
締
業
務
に
従
事
し

た
場
合

本
務
と
し
て
の
業
務
以
外

に
行
う
高
等
学
校
の
夜
間

の
課
程
の
授
業
等
に
従
事

し
た
場
合

野
犬
､
こ
う
傷
犬
等
の
捕

獲
又
は
抑
留
の
作
業
等
に

従
事
し
た
場
合

入
院
病
棟
に
お
け
る
困
難

な
医
療
業
務
等
に
従
事
し

た
場
合

警
ら
､
治
安
警
備
又
は
雑

踏
警
備
に
係
る
警
備
実
施

の
業
務
に
従
事
し
た
場
合

天
皇
､
皇
族
等
の
身
辺
警

護
､
核
燃
料
物
質
等
の
輸

送
警
備
の
業
務
に
従
事
し

た
場
合

犯
罪
鑑
識
の
作
業
並
び
に

理
化
学
､
法
医
学
又
は
銃

器
弾
薬
類
の
知
識
を
利
用

し
て
行
う
鑑
定
の
作
業
に

従
事
し
た
場
合

日
額
290円

等

日
額
240円

授
業
１
単
位
時
間

1,200円

日
額
350円

～
1,100円

日
額
240円

～
410円

月
額
20,000円

～
50,000

円
(専
ら
従
事
)

日
額
340円

～
560円

日
額
640円

～
1,150円

日
額
310円

～
560円
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初
任
給
調
整

手
当

住
居
手
当

扶
養
手
当

手
当
名

職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(
同
上
)

支
給
実
績
(
平
成
17
年
度
普
通
会
計
決
算
)

職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(
同
上
)

支
給
実
績
(平
成
18年

度
普
通
会
計
決
算
見
込
)

医
療
職
給
料
表
(一
)
の
適

用
を
受
け
る
職
員
で
採
用
困

難
と
認
め
ら
れ
る
職
等
に
一

定
期
間
支
給

(支
給
額
)

勤
務
地
及
び
支
給
年
次
に
応

じ
た
額

借
家
等
に
居
住
し
て
い
る
職

員
(月
額
9,500円

を
超
え
る

家
賃
を
支
払
っ
て
い
る
者
に

限
る
)､
自
宅
等
に
居
住
し

て
い
る
職
員
等
に
支
給

(支
給
額
)

借
家
等
：
上
限
27,000円

自
宅
等
：
上
限
3,500円

扶
養
親
族
の
あ
る
職
員
に
支

給(支
給
額
)

配
偶
者
13,000円

等

内
容
及
び
支
給
単
価

年
の
児
童
又
は
生

徒
で
編
制
さ
れ
て

い
る
学
級
を
担
当

す
る
教
育
職
員
で

規
則
で
定
め
る
も

の

同
じ

一
部

異
な
る

同
じ

国
の
制
度

と
の
異
同

い
る
学
級
に
お
け
る
授
業

又
は
指
導

500千
円

3,895,734千
円

515千
円

3,975,001千
円

－

自
宅
等
の
場

合
､
新
築
､

購
入
し
た
日

か
ら
５
年
経

過
後
も
2,500

円
支
給 －

国
の
制
度
と

異
な
る
内
容

58,427千
円

2,372,860千
円

3,446,366千
円

支
給
実
績

(平
成
18年

度
普
通

会
計
決
算
見
込
)

1,217,229円

145,066円

221,020円

支
給
職
員
１
人

当
た
り
平
均
支

給
年
額
(同
左
)

特
地
勤
務
手

当
等

管
理
職
手
当

(給
料
の
特

別
調
整
額
)

単
身
赴
任
手

当 通
勤
手
当

初
任
給
調
整

手
当

山
間
地
そ
の
他
生
活
の
著
し

く
不
便
な
地
に
所
在
す
る
公

署
に
勤
務
し
て
い
る
職
員
に

支
給(支
給
額
)

給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額

の
合
計
額
に
支
給
地
域
ご
と

に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額

管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ

る
職
員
の
職
の
う
ち
規
則
で

指
定
す
る
職
に
あ
る
職
員
に

支
給(支
給
額
)

職
務
の
級
及
び
職
の
区
分
に

応
じ
た
額
(定
額
)

異
動
等
に
伴
い
転
居
し
､
や

む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
配

偶
者
と
別
居
し
､
単
身
で
生

活
す
る
職
員
に
支
給

(支
給
額
)

基
本
額
23,000円

､
距
離
に

応
じ
た
加
算
額
6,000円

～
45,000円

通
勤
の
た
め
､
交
通
機
関
等

を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
等
を

負
担
し
､
又
は
自
動
車
等
交

通
用
具
を
使
用
す
る
こ
と
を

常
例
と
す
る
職
員
等
に
支
給

(支
給
額
)

交
通
機
関
利
用
：
６
箇
月
定

期
券
等
の
価
額
に
よ
る
一
定

額交
通
用
具
使
用
：
通
勤
距
離

に
応
じ
た
額
(上
限
48,400

円
)

医
療
職
給
料
表
(一
)
の
適

用
を
受
け
る
職
員
で
採
用
困

難
と
認
め
ら
れ
る
職
等
に
一

定
期
間
支
給

(支
給
額
)

勤
務
地
及
び
支
給
年
次
に
応

じ
た
額

同
じ

一
部

異
な
る

一
部

異
な
る

一
部

異
な
る

同
じ

－

一
般
行
政

職
の
場
合
､

５
級
５
種

46,400
円

～
10級

１
種
139,300
円
を
支
給

加
算
額
の

交
通
距
離

区
分
に
つ

い
て
300

㎞
ま
で
を

交
通
距
離

50㎞
ご
と

に
区
分

運
賃
等
相

当
額
が

58,000
円

超
の
場
合
､

超
え
る
額

の
1/2
を

加
算 －

574,178千
円

2,074,699千
円

441,714千
円

2,967,118千
円

58,427千
円

443,038円

683,365円

314,835円

135,299円

1,217,229円

オ
時
間
外
勤
務
手
当

正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
と
き
に
支
給
さ
れ
ま
す
｡

カ
そ
の
他
の
手
当
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)
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宿
日
直
手
当

農
林
漁
業
普

及
指
導
手
当

義
務
教
育
等

教
員
特
別
手

当 産
業
教
育
手

当 定
時
制
通
信

教
育
手
当

特
地
勤
務
手

当
等

宿
直
又
は
日
直
勤
務
に
従
事

し
た
場
合
に
支
給

(支
給
額
)

勤
務
１
回
に
つ
き
一
般
職
員

の
場
合
5,300円

､
医
師
が
入

院
患
者
の
病
状
等
の
急
変
等

に
対
処
す
る
場
合
20,000円

等 農
業
､
林
業
又
は
水
産
業
に

関
す
る
普
及
指
導
員
の
職
務

に
従
事
す
る
職
員
に
支
給

(支
給
額
)

給
料
月
額
の
8/100の

額

義
務
教
育
諸
学
校
､
高
等
学

校
､
市
町
村
立
学
校
に
勤
務

す
る
教
育
職
員
に
支
給

(支
給
額
)

20,200円
以
内
で
職
務
の
級

及
び
号
給
に
応
じ
た
額

県
立
高
等
学
校
に
お
い
て
産

業
教
育
に
従
事
す
る
教
育
職

員
に
支
給

(支
給
額
)

給
料
月
額
の
10/100以

内
の

額 県
立
高
等
学
校
に
お
い
て
定

時
制
の
課
程
又
は
通
信
教
育

に
従
事
す
る
教
育
職
員
に
支

給(支
給
額
)

給
料
月
額
の
10/100以

内
の

額 山
間
地
そ
の
他
生
活
の
著
し

く
不
便
な
地
に
所
在
す
る
公

署
に
勤
務
し
て
い
る
職
員
に

支
給(支
給
額
)

給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額

の
合
計
額
に
支
給
地
域
ご
と

に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額

同
じ

同
じ

－ －

73,636千
円

80,635千
円

3,009,740千
円

296,642千
円

70,523千
円

574,178千
円

158,356円

331,831円

185,169円

487,898円

500,163円

443,038円

寒
冷
地
手
当

休
日
給

夜
勤
手
当

管
理
職
員
特

別
勤
務
手
当

基
準
日
(毎
年
11月

か
ら
翌

年
３
月
ま
で
の
各
月
の
初
日
)

に
お
い
て
､
支
給
対
象
地
域

に
在
勤
す
る
職
員
に
支
給

(支
給
額
)

基
準
日
に
お
け
る
地
域
の
区

分
及
び
職
員
の
世
帯
等
の
区

分
に
応
じ
た
定
額

祝
祭
日
及
び
年
末
年
始
等
の

休
日
に
お
い
て
､
正
規
の
勤

務
時
間
中
に
勤
務
す
る
こ
と

を
命
じ
ら
れ
た
職
員
に
支
給

(支
給
額
)

勤
務
し
た
全
時
間
に
対
し
､

勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与

額
の
135/100の

割
合
を
乗

じ
た
額

正
規
の
勤
務
時
間
と
し
て
深

夜
に
勤
務
し
た
職
員
に
支
給

(支
給
額
)

勤
務
し
た
全
時
間
に
対
し
､

勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与

額
の
25/100の

額

管
理
職
員
が
臨
時
又
は
緊
急

の
必
要
等
に
よ
り
週
休
日
又

は
休
日
等
に
一
定
時
間
以
上

や
む
を
得
ず
勤
務
し
た
場
合

に
支
給

(支
給
額
)

勤
務
１
回
に
つ
き
定
額
(管

理
職
手
当
の
支
給
率
に
応
じ

定
め
る
額
)

(支
給
額
)

勤
務
１
回
に
つ
き
一
般
職
員

の
場
合
5,300円

､
医
師
が
入

院
患
者
の
病
状
等
の
急
変
等

に
対
処
す
る
場
合
20,000円

等

同
じ

同
じ

同
じ

同
じ

－ － － －

954,859千
円

951,700千
円

394,509千
円

62,590千
円

32,643円

441,829円

154,225円

530,423円
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16年
度

17年
度

18年
度

区
分

退職手当 期末手当 報酬 給料

区
分

知
事

副
知

事
出

納
長

議
長

副
議

長
議

員

知
事

副
知

事
出

納
長

議
長

副
議

長
議

員

知
事

副
知

事
出

納
長

3,066,236

3,790,751

千
円

2,611,677

総
費
用

Ａ

384,220

△
464,283

千
円

118,113

純
損
益
又
は
実
質
収
支

(算
定
方
式
)

(支
給
時
期
)

給
料
月
額
×
在
職
月
数
×
支
給
率
(65/100)

任
期
ご
と

〃
(55/100)

〃
〃

(37.5/100)
〃

(平
成
18年
度
支
給
割
合
)

3.3月
分

(平
成
18年
度
支
給
割
合
)

3.3月
分

959,500円
855,000円
788,500円

1,056,000円
875,500円
801,000円

給
料

月
額

等

442,370

443,403

千
円

425,320

職
員
給
与
費

Ｂ

14.4

11.7 ％
16.3

総
費
用
に
占
め
る
職
員

給
与
費
比
率Ｂ
／
Ａ

１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
(平
成
18年
度
)

2,016千
円

工
業
用
水
道
事
業

16年
度

17年
度

18年
度

区
分

16年
度

17年
度

18年
度

区
分

16年
度

17年
度

18年
度

区
分

48 49 人45

職
員
数Ａ 3,066,236

3,790,751

千
円

2,611,677

総
費
用

Ａ

47.3

45.6 歳
48.2

平
均
年
齢 224,862

226,309

千
円

219,224

給
料

給
与

費

384,220

△
464,283

千
円

118,113

純
損
益
又
は
実
質
収
支

388,811

399,718 円
401,048

基
本
給 36,280

34,517

千
円

40,288

職
員
手
当

620,179

607,590 円
606,734

平
均
月
収
額

１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
(平
成
18年
度
)

1,806千
円

普
通
会
計

442,370

443,403

千
円

425,320

職
員
給
与
費

Ｂ

96,081

96,437

千
円

90,716

期
末
･勤
勉
手
当

357,223

357,263

千
円

350,228

計
Ｂ

14.4

11.7 ％
16.3

総
費
用
に
占
め
る
職
員

給
与
費
比
率Ｂ
／
Ａ

7,442

7,292

千
円

7,783

１
人
当
た
り
給
与
費

Ｂ
／
Ａ

�
特
別
職
の
報
酬
等
の
状
況
(平
成
19年
８
月
１
日
現
在
)

(注
)
知
事
・
副
知
事
・
出
納
長
の
給
料
に
つ
い
て
は
､
｢知
事
等
及
び
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関

す
る
条
例
｣
に
基
づ
き
､
そ
れ
ぞ
れ
20％
､
15％
､
10％
､
議
長
・
副
議
長
・
議
員
の
報
酬
に

つ
い
て
は
､
｢福
島
県
議
会
の
議
員
の
報
酬
の
特
例
に
関
す
る
条
例
｣
に
基
づ
き
５
％
減
額
さ

れ
た
後
の
額
で
す
｡

�
公
営
企
業
職
員
の
状
況

ア
工
業
用
水
道
事
業
(企
業
局
)

�
職
員
給
与
費
の
状
況
(18年

度
は
決
算
見
込
｡
16､
17年
度
は
決
算
額
)

(注
)
１
職
員
手
当
に
は
退
職
給
与
金
を
含
み
ま
せ
ん
｡

２
職
員
数
は
､
年
度
中
の
職
員
数
の
増
減
を
平
均
し
た
も
の
で
す
｡

�
職
員
の
平
均
年
齢
､
基
本
給
及
び
平
均
月
収
額
の
状
況

(注
)
平
均
月
収
額
に
は
､
期
末
・
勤
勉
手
当
等
を
含
み
ま
す
｡

�
職
員
の
手
当
の
状
況

ａ
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
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支
給
職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(同
上
)

支
給
総
額
(18年

度
決
算
見
込
)

(支
給
率
)

自
己
都
合

勧
奨
・
定
年

そ
の
他

勤
続
20
年

23.5
月
分

30.55月
分

勤
続
25
年

33.5
月
分

41.34月
分

勤
続
35
年

47.5
月
分

59.28月
分

最
高
限
度
額

59.28月
分

59.28月
分

そ
の
他
の
加
算
措
置
定
年
前
早
期
退
職
特
例
措
置

(２
％
～
20％

加
算
)

１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
(平
成
18年
度
)

自
己
都
合

－
千
円

勧
奨
・
定
年

－
千
円

そ
の
他

25,858千
円

工
業
用
水
道
事
業

(加
算
措
置
の
状
況
)

職
制
上
の
段
階
､
職
務
の
級
等
に
よ
る
加
算

措
置�
役
職
加
算
５
～
20％

�
管
理
職
加
算
15～
25％

(平
成
18年
度
支
給
割
合
)

期
末
手
当

勤
勉
手
当

2.95
月
分

1.45
月
分

(1.55)
月
分

(0.75)
月
分

１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
(平
成
18年
度
)

2,016千
円

工
業
用
水
道
事
業

(支
給
率
)

自
己
都
合

勧
奨
・
定
年

勤
続
20
年

23.5
月
分

30.55月
分

勤
続
25
年

33.5
月
分

41.34月
分

勤
続
35
年

47.5
月
分

59.28月
分

最
高
限
度
額

59.28月
分

59.28月
分

そ
の
他
の
加
算
措
置
定
年
前
早
期
退
職
特
例
措
置

(２
％
～
20％
加
算
)

１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
(平
成
18年
度
)

自
己
都
合

6,661千
円

勧
奨
・
定
年
28,627千

円

普
通
会
計

(加
算
措
置
の
状
況
)

職
制
上
の
段
階
､
職
務
の
級
等
に
よ
る
加
算

措
置�
役
職
加
算
５
～
20％

�
管
理
職
加
算
15～
25％

(平
成
18年
度
支
給
割
合
)

期
末
手
当

勤
勉
手
当

2.95
月
分

1.45
月
分

(1.55)
月
分

(0.75)
月
分

１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
(平
成
18年
度
)

1,806千
円

普
通
会
計

支
給
対
象
者
な
し

支
給
対
象
者
な
し

職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(
同
上
)

支
給
実
績

(
17
年
度
決
算
)

職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(
同
上
)

支
給
実
績

(
18
年
度
決
算
見
込
)

用
地
交
渉
等
手
当

災
害
応
急
作
業
手
当

危
険
現
場
作
業
手
当

手
当
の
名
称

手
当
の
種
類
(手
当
数
)

職
員
全
体
に
占
め
る
手
当
支
給
職
員
の
割
合
(18年

度
)

支
給
職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(同
上
)

支
給
総
額
(18年

度
決
算
見
込
)

支
給
職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(同
上
)

支
給
総
額
(18年

度
決
算
見
込
)

出
先
機
関
職
員

出
先
機
関
職
員

出
先
機
関
職
員

支
給
対
象
職
員
等

現
地
に
お
い
て
事
業
に
必

要
な
土
地
の
取
得
等
に
係

る
交
渉
等
に
従
事
し
た
場

合 重
大
な
災
害
が
発
生
し
た

箇
所
に
お
い
て
行
う
巡
回

監
視
､
応
急
作
業
等
に
従

事
し
た
場
合

高
所
作
業
(地
上
10ｍ
以

上
)､
水
面
下
作
業
(水

深
４
ｍ
以
上
)
等
に
従
事

し
た
場
合

支
給
対
象
業
務
の
内
容

63千
円

3,134千
円

93千
円

3,266千
円

支
給
対
象
者
な
し

支
給
対
象
者
な
し3

48.9％

4,476円

94千
円

日
額
650円

日
額
480円

～
730円

日
額
240円

～
450円

支
給
単
価

(注
)
(
)
内
は
､
再
任
用
職
員
に
係
る
支
給
割
合
で
す
｡

ｂ
退
職
手
当
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)

ｃ
地
域
手
当
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)

県
外
の
特
定
地
域
に
勤
務
す
る
職
員
お
よ
び
採
用
が
困
難
な
医
師
に
対
し
て
支
給
さ
れ

ま
す
｡
平
成
17年
度
ま
で
は
､
｢調
整
手
当
｣
と
し
て
支
給
さ
れ
て
い
た
手
当
で
す
｡

ｄ
特
殊
勤
務
手
当
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)

ｅ
時
間
外
勤
務
手
当

平成19年10月30日 火曜日 福 島 県 報 号外第73号11



16年
度

17年
度

18年
度

区
分

寒
冷
地
手
当

単
身
赴
任
手
当

管
理
職
手
当

通
勤
手
当

住
居
手
当

扶
養
手
当

手
当
名

職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(
同
上
)

支
給
実
績

(
17
年
度
決
算
)

職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(
同
上
)

支
給
実
績

(
18
年
度
決
算
見
込
)

559,509

1,321,936

千
円

4,142,913

総
費
用

Ａ 知
事
部
局
に
同
じ

知
事
部
局
に
同
じ

知
事
部
局
に
同
じ

知
事
部
局
に
同
じ

知
事
部
局
に
同
じ

知
事
部
局
に
同
じ

内
容
及
び
支
給
単
価

496,692

△
834,019

千
円

△
2,498,435

純
損
益
又
は
実

質
収
支

一
般
行

政
職
の

制
度
と

の
異
同82,652

72,643

千
円

87,763

職
員
給
与
費Ｂ 一
般
行
政

職
の
制
度

と
異
な
る

内
容

14.8

5.5 ％2.1

総
費
用
に
占
め
る

職
員
給
与
費
比
率

Ｂ
／
Ａ

63千
円

3,134千
円

93千
円

3,266千
円

620千
円

2,472千
円

9,224千
円

3,336千
円

4,183千
円

9,156千
円

支
給
実
績

(18年
度
決

算
見
込
)

36,488円

353,143円

922,381円

77,561円

107,259円

261,671円

支
給
職
員
１
人

当
た
り
平
均
支

給
年
額

(同
左
)

(平
成
18年
度
支
給
割
合
)

期
末
手
当

勤
勉
手
当

2.95
月
分

1.45
月
分

(1.55)
月
分

(0.75)
月
分

１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
(平
成
18年
度
)

1,724千
円

地
域
開
発
事
業

16年
度

17年
度

18年
度

区
分

16年
度

17年
度

18年
度

区
分

16年
度

17年
度

18年
度

40.1

39.2 歳
41.2

平
均
年
齢

11 9 人11

職
員
数Ａ 559,509

1,321,936

千
円

4,142,913

42,613

37,037

千
円

45,338

給
料

給
与

費

337,318

360,660 円
362,243

基
本
給

496,692

△
834,019

千
円

△
2,498,435

8,151

9,043

千
円

9,731

職
員
手
当522,970

569,834 円
561,576

平
均
月
収
額

82,652

72,643

千
円

87,763(平
成
18年
度
支
給
割
合
)

期
末
手
当

勤
勉
手
当

2.95
月
分

1.45月
分

(1.55)
月
分

(0.75)
月
分

１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
(平
成
18年
度
)

1,806千
円

普
通
会
計

18,268

15,462

千
円

18,967

期
末
･勤
勉
手
当

14.8

5.5 ％2.1

69,032

61,542

千
円

74,036

計
Ｂ

6,275

6,838

千
円

6,731

１
人
当
た
り
給
与
費

Ｂ
／
Ａ

(注
)
時
間
外
勤
務
手
当
に
は
､
休
日
勤
務
手
当
を
含
み
ま
す
｡

ｆ
そ
の
他
の
手
当
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)

(注
)
支
給
実
績
の
あ
る
手
当
の
み
記
載
し
て
い
ま
す
｡

イ
地
域
開
発
事
業
(企
業
局
)

�
職
員
給
与
費
の
状
況
(18年

度
は
決
算
見
込
｡
16､
17年
度
は
決
算
額
)

(注
)
１
職
員
手
当
に
は
退
職
給
与
金
を
含
み
ま
せ
ん
｡

２
職
員
数
は
､
年
度
中
の
職
員
数
の
増
減
を
平
均
し
た
も
の
で
す
｡

�
職
員
の
平
均
年
齢
､
基
本
給
及
び
平
均
月
収
額
の
状
況

(注
)
平
均
月
収
額
に
は
､
期
末
・
勤
勉
手
当
等
を
含
み
ま
す
｡

�
職
員
の
手
当
の
状
況

ａ
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
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支
給
職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(同
上
)

支
給
総
額
(18年

度
決
算
見
込
)

(支
給
率
)

自
己
都
合

勧
奨
・
定
年

勤
続
20
年

－
月
分

－
月
分

勤
続
25
年

－
月
分

－
月
分

勤
続
35
年

－
月
分

－
月
分

最
高
限
度
額

－
月
分

－
月
分

そ
の
他
の
加
算
措
置
定
年
前
早
期
退
職
特
例
措
置

(－
％
～
－
％
加
算
)

１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
(平
成
18年
度
)

自
己
都
合

－
千
円

勧
奨
・
定
年

－
千
円

地
域
開
発
事
業

(加
算
措
置
の
状
況
)

職
制
上
の
段
階
､
職
務
の
級
等
に
よ
る
加
算

措
置�
役
職
加
算
５
～
20％

�
管
理
職
加
算
15～
25％

(平
成
18年
度
支
給
割
合
)

期
末
手
当

勤
勉
手
当

2.95
月
分

1.45
月
分

(1.55)
月
分

(0.75)
月
分

１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
(平
成
18年
度
)

1,724千
円

地
域
開
発
事
業

(支
給
率
)

自
己
都
合

勧
奨
・
定
年

勤
続
20
年

23.5
月
分

30.55月
分

勤
続
25
年

33.5
月
分

41.34月
分

勤
続
35
年

47.5
月
分

59.28月
分

最
高
限
度
額

59.28月
分

59.28月
分

そ
の
他
の
加
算
措
置
定
年
前
早
期
退
職
特
例
措
置

(２
％
～
20％
加
算
)

１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
(平
成
18年
度
)

自
己
都
合

6,661千
円

勧
奨
・
定
年
28,627千

円

普
通
会
計

(加
算
措
置
の
状
況
)

職
制
上
の
段
階
､
職
務
の
級
等
に
よ
る
加
算

措
置�
役
職
加
算
５
～
20％

�
管
理
職
加
算
15～
25％

(平
成
18年
度
支
給
割
合
)

期
末
手
当

勤
勉
手
当

2.95
月
分

1.45月
分

(1.55)
月
分

(0.75)
月
分

１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
(平
成
18年
度
)

1,806千
円

普
通
会
計

支
給
対
象
者
な
し

支
給
対
象
者
な
し

通
勤
手
当

住
居
手
当

扶
養
手
当

手
当
名

職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(
同
上
)

支
給
実
績

(
17
年
度
決
算
)

職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(
同
上
)

支
給
実
績

(
18
年
度
決
算
見
込
)

用
地
交
渉
等
手
当

手
当
の
名
称

手
当
の
種
類
(手
当
数
)

職
員
全
体
に
占
め
る
手
当
支
給
職
員
の
割
合
(18年

度
)

支
給
職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(同
上
)

支
給
総
額
(18年

度
決
算
見
込
)

支
給
職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(同
上
)

支
給
総
額
(18年

度
決
算
見
込
)

知
事
部
局
に
同
じ

知
事
部
局
に
同
じ

知
事
部
局
に
同
じ

内
容
及
び
支
給
単
価

本
局
職
員

支
給
対
象
職
員
等一
般
行

政
職
の

制
度
と

の
異
同 現
地
に
お
け
る
事
業
に
必

要
な
土
地
取
得
等
に
係
る

交
渉
等

支
給
対
象
業
務
の
内
容

一
般
行
政

職
の
制
度

と
異
な
る

内
容

457千
円

4,113千
円

227千
円

3,627千
円

支
給
対
象
者
な
し

支
給
対
象
者
な
し

602千
円

1,276千
円

2,478千
円

支
給
実
績

(平
成
18年

度
決
算
見
込
)

1 0％ 0円

0千
円

日
額
650円

支
給
単
価

60,230円

159,538円

275,333円

支
給
職
員
１
人

当
た
り
平
均
支

給
年
額

(同
左
)

(注
)
(
)
内
は
､
再
任
用
職
員
に
係
る
支
給
割
合
で
す
｡

ｂ
退
職
手
当
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)

(注
)
平
成
18年
度
に
お
け
る
退
職
者
は
い
ま
せ
ん
｡

ｃ
地
域
手
当
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)

県
外
の
特
定
地
域
に
勤
務
す
る
職
員
お
よ
び
採
用
が
困
難
な
医
師
に
対
し
て
支
給
さ
れ

ま
す
｡
平
成
17年
度
ま
で
は
､
｢調
整
手
当
｣
と
し
て
支
給
さ
れ
て
い
た
手
当
で
す
｡

ｄ
特
殊
勤
務
手
当
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)

ｅ
時
間
外
勤
務
手
当

(注
)
時
間
外
勤
務
手
当
に
は
､
休
日
勤
務
手
当
を
含
み
ま
す
｡

ｆ
そ
の
他
の
手
当
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)
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16年
度

17年
度

18年
度

区
分

16年
度

17年
度

18年
度

区
分

寒
冷
地
手
当

管
理
職
手
当

通
勤
手
当

住
居
手
当

扶
養
手
当

手
当
名

1,042

1,034 人
1,005

職
員
数Ａ

18,136,590

18,254,666

千
円

17,760,533

総
費
用

Ａ 知
事
部
局
に
同
じ

知
事
部
局
に
同
じ

知
事
部
局
に
同
じ

知
事
部
局
に
同
じ

知
事
部
局
に
同
じ

内
容
及
び
支
給
単
価

4,445,017

4,399,129

千
円

4,200,545

給
料

給
与

費

△
1,577,576

△
1,790,063

千
円

△
2,276,873

純
損
益
又
は
実

質
収
支

1,441,671

1,387,689

千
円

1,276,585

職
員
手
当

一
般
行

政
職
の

制
度
と

の
異
同

10,121,033

10,452,108

千
円

9,611,934

職
員
給
与
費Ｂ

1,821,119

1,816,559

千
円

1,736,664

期
末
･勤
勉
手
当

一
般
行
政

職
の
制
度

と
異
な
る

内
容

55.8

57.3 ％
54.1

総
費
用
に
占
め
る

職
員
給
与
費
比
率

Ｂ
／
Ａ 399千

円

1,348千
円

602千
円

1,276千
円

2,478千
円

支
給
実
績

(平
成
17年

度
決
算
見
込
)

7,707,807

7,603,377

千
円

7,213,794

計
Ｂ

39,930円

449,289円

60,230円

159,538円

275,333円

支
給
職
員
１
人

当
た
り
平
均
支

給
年
額

(同
左
)

7,397

7,363

千
円

7,178

１
人
当
た
り
給
与
費

Ｂ
／
Ａ

(加
算
措
置
の
状
況
)

職
制
上
の
段
階
､
職
務
の
級
等
に
よ
る
加
算

措
置
役
職
加
算
５
～
20％

(平
成
18年
度
支
給
割
合
)

期
末
手
当

勤
勉
手
当

2.95
月
分

1.45
月
分

(1.55)
月
分

(0.75)
月
分

１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
(18年

度
)
1,718千

円

病
院
事
業

事
務
職
員

看
護
師

医
師

16年
度

17年
度

18年
度

16年
度

17年
度

18年
度

16年
度

17年
度

18年
度

区
分

43.6

43.4

43.2

39.4

39.8

40.4

42.4

44.0 歳
45.9

平
均
年
齢

375,236

377,536

375,769

330,999

331,555

325,397

525,298

547,769 円
564,923

基
本
給

(加
算
措
置
の
状
況
)

職
制
上
の
段
階
､
職
務
の
級
等
に
よ
る
加
算

措
置
役
職
加
算
５
～
20％

(平
成
18年
度
支
給
割
合
)

期
末
手
当

勤
勉
手
当

2.95
月
分

1.45
月
分

(1.55)
月
分

(0.75)
月
分

１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
(18年

度
)
1,806千

円

普
通
会
計

397,596

605,153

599,374

534,389

535,020

521,282

1,196,037

1,250,927 円
1,282,128

平
均
月
収
額

(注
)
支
給
実
績
の
あ
る
手
当
の
み
記
載
し
て
い
ま
す
｡

ウ
病
院
事
業
(病
院
局
)

�
職
員
給
与
費
の
状
況
(18年

度
は
決
算
見
込
｡
16､
17年
度
は
決
算
額
)

(注
)
１
職
員
手
当
に
は
退
職
給
与
金
を
含
み
ま
せ
ん
｡

２
職
員
数
は
､
年
度
中
の
職
員
数
の
増
減
を
平
均
し
た
も
の
で
す
｡

�
職
員
の
平
均
年
齢
､
基
本
給
及
び
平
均
月
収
額
の
状
況

(注
)
平
均
月
収
額
に
は
､
期
末
・
勤
勉
手
当
等
を
含
み
ま
す
｡

�
職
員
の
手
当
の
状
況

ａ
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
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医
師

支
給
対
象
地
域
等

支
給
職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(同
上
)

支
給
総
額
(18年

度
決
算
見
込
)

(支
給
率
)

自
己
都
合

勧
奨
・
定
年

勤
続
20
年

23.5
月
分

30.55月
分

勤
続
25
年

33.5
月
分

41.34月
分

勤
続
35
年

47.5
月
分

59.28月
分

最
高
限
度
額

59.28月
分

59.28月
分

そ
の
他
の
加
算
措
置
定
年
前
早
期
退
職
特
例
措
置

(２
％
～
20％

加
算
)

１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
(平
成
18年
度
)

自
己
都
合

1,531千
円

勧
奨
・
定
年
26,934千

円

病
院
事
業

(加
算
措
置
の
状
況
)

職
制
上
の
段
階
､
職
務
の
級
等
に
よ
る
加
算

措
置�
役
職
加
算
５
～
20％

�
管
理
職
加
算
15～
25％

(平
成
18年
度
支
給
割
合
)

期
末
手
当

勤
勉
手
当

2.95
月
分

1.45
月
分

(1.55)
月
分

(0.75)
月
分12％

支
給
率

(支
給
率
)

自
己
都
合

勧
奨
・
定
年

勤
続
20
年

23.5
月
分

30.55月
分

勤
続
25
年

33.5
月
分

41.34月
分

勤
続
35
年

47.5
月
分

59.28月
分

最
高
限
度
額

59.28月
分

59.28月
分

そ
の
他
の
加
算
措
置
定
年
前
早
期
退
職
特
例
措
置

(２
％
～
20％
加
算
)

１
人
当
た
り
平
均
支
給
額
(平
成
18年
度
)

自
己
都
合

6,661千
円

勧
奨
・
定
年
28,627千

円

普
通
会
計

(加
算
措
置
の
状
況
)

職
制
上
の
段
階
､
職
務
の
級
等
に
よ
る
加
算

措
置�
役
職
加
算
５
～
20％

�
管
理
職
加
算
15～
25％

(平
成
18年
度
支
給
割
合
)

期
末
手
当

勤
勉
手
当

2.95
月
分

1.45月
分

(1.55)
月
分

(0.75)
月
分

65人

支
給
対
象
職
員
数

655,551円

51,133千
円0％

一
般
行
政
職
の
制
度

(支
給
率
)

特
殊
環
境
内
作
業
手

当 放
射
線
取
扱
手
当

有
害
物
等
取
扱
手
当

感
染
症
防
疫
等
作
業

手
当

死
体
処
理
手
当

航
空
業
務
手
当

手
当
の
名
称

手
当
の
種
類
(手
当
数
)

職
員
全
体
に
占
め
る
手
当
支
給
職
員
の
割
合
(18年

度
)

支
給
職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(同
上
)

支
給
総
額
(18年

度
決
算
見
込
)

医
師

支
給
対
象
地
域
等勤
務
環
境
が
劣
悪

な
作
業
場
に
お
け

る
業
務
に
従
事
す

る
ボ
イ
ラ
ー
技
師

等 診
療
放
射
線
技
師

等 県
立
病
院
に
勤
務

す
る
職
員

県
立
病
院
に
勤
務

す
る
医
師
､
看
護

職
員
等

右
記
業
務
に
従
事

し
た
看
護
師
､
臨

床
検
査
技
師

右
記
業
務
に
従
事

し
た
医
師
､
看
護

師 支
給
対
象
職
員
等

12％

支
給
率

高
温
多
湿
､
騒
音
又
は
悪

臭
等
に
よ
り
勤
務
環
境
が

劣
悪
な
作
業
場
等
に
お
い

て
一
定
時
間
以
上
の
作
業

に
従
事
し
た
場
合

エ
ッ
ク
ス
線
そ
の
他
放
射

線
を
人
体
に
照
射
す
る
作

業
等
に
従
事
し
た
場
合

著
し
く
健
康
を
害
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
有
害
薬
物
調

剤
業
務
等
に
従
事
し
た
場

合 感
染
症
病
棟
､
病
室
内
に

お
い
て
患
者
の
診
療
､
看

護
等
業
務
に
従
事
し
た
場

合 死
体
処
理
作
業
､
解
剖
補

助
作
業
に
従
事
し
た
場
合

航
空
機
に
搭
乗
し
て
行
う

患
者
搬
送
等
に
従
事
し
た

場
合 支
給
対
象
業
務
の
内
容

65人

支
給
対
象
職
員
数

9

71.2％

20,806円

176,728千
円 0％

一
般
行
政
職
の
制
度

(支
給
率
)

日
額
250円

～
290円

日
額
240円

等

日
額
290円

～
390円

日
額
290円

日
額
1,100円

～
2,500円

１
時
間
1,900円

支
給
単
価

(注
)
(
)
内
は
､
再
任
用
職
員
に
係
る
支
給
割
合
で
す
｡

ｂ
退
職
手
当
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)

ｃ
地
域
手
当
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)

県
外
の
特
定
地
域
に
勤
務
す
る
職
員
お
よ
び
採
用
が
困
難
な
医
師
に
対
し
て
支
給
さ
れ

ま
す
｡
平
成
17年
度
ま
で
は
､
｢調
整
手
当
｣
と
し
て
支
給
さ
れ
て
い
た
手
当
で
す
｡

ｄ
特
殊
勤
務
手
当
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)
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通
勤
手
当

住
居
手
当

扶
養
手
当

手
当
名

職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(
同
上
)

支
給
実
績

(
17
年
度
決
算
)

職
員
１
人
当
た
り
平
均
支
給
年
額
(
同
上
)

支
給
実
績

(
18
年
度
決
算
見
込
)

病
院
等
特
殊
業
務
手

当 夜
間
等
特
殊
業
務
手

当 保
健
福
祉
等
特
殊
業

務
手
当

特
殊
環
境
内
作
業
手

当

〃 〃

知
事
部
局
に
同
じ

内
容
及
び
支
給
単
価

県
立
病
院
に
勤
務

す
る
職
員

県
立
病
院
に
勤
務

す
る
職
員

県
立
病
院
に
勤
務

す
る
職
員

勤
務
環
境
が
劣
悪

な
作
業
場
に
お
け

る
業
務
に
従
事
す

る
ボ
イ
ラ
ー
技
師

等

一
般
行

政
職
の

制
度
と

の
異
同 病
院
医
療
職
給
料
表
�
の

適
用
を
受
け
る
職
員
が
専

ら
患
者
の
診
療
に
従
事
し

た
場
合

深
夜
に
行
わ
れ
る
看
護
の

業
務
に
従
事
し
た
場
合

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害

福
祉
に
関
す
る
法
律
の
規

定
に
よ
り
､
精
神
障
が
い

者
に
直
接
接
し
て
行
う
診

察
立
会
､
移
送
業
務
に
従

事
し
た
場
合

高
温
多
湿
､
騒
音
又
は
悪

臭
等
に
よ
り
勤
務
環
境
が

劣
悪
な
作
業
場
等
に
お
い

て
一
定
時
間
以
上
の
作
業

に
従
事
し
た
場
合

一
般
行
政

職
の
制
度

と
異
な
る

内
容

367千
円

359,210千
円

348千
円

331,278千
円

82,917千
円

61,935千
円

84,556千
円

支
給
実
績

(18年
度
決
算

見
込
) 月
額
31,000円

～
55,000円

１
回
1,240円

～
3,300円

日
額
340円

日
額
250円

～
290円

130,578円

130,389円

194,829円

支
給
職
員
１

人
当
た
り
平

均
支
給
年
額

(同
左
)

10.4日

１
人
当
た
り
平
均
使
用
日
数

初
任
給
調
整
手
当

寒
冷
地
手
当

休
日
給

夜
勤
手
当

宿
日
直
手
当

特
地
勤
務
手
当

管
理
職
手
当

単
身
赴
任
手
当

通
勤
手
当

住
居
手
当

扶
養
手
当

手
当
名

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

知
事
部
局
に
同
じ

内
容
及
び
支
給
単
価
一
般
行

政
職
の

制
度
と

の
異
同

一
般
行
政

職
の
制
度

と
異
な
る

内
容

220,307千
円

47,588千
円

136,540千
円

87,071千
円

83,977千
円

1,133千
円

42,693千
円

5,259千
円

82,917千
円

61,935千
円

84,556千
円

支
給
実
績

(17年
度
決
算

見
込
)

2,532,264円

55,399円

143,424円

138,208円

1,076,628円

125,889円

805,528円

328,688円

130,578円

130,389円

194,829円

支
給
職
員
１

人
当
た
り
平

均
支
給
年
額

(同
左
)

ｅ
時
間
外
勤
務
手
当

(注
)
時
間
外
勤
務
手
当
に
は
､
休
日
勤
務
手
当
を
含
み
ま
す
｡

ｆ
そ
の
他
の
手
当
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)

(注
)
支
給
実
績
の
あ
る
手
当
の
み
記
載
し
て
い
ま
す
｡

３
職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の
状
況

�
職
員
の
勤
務
時
間
の
状
況
(平
成
19年
４
月
１
日
現
在
)

一
般
的
な
職
員
の
勤
務
時
間
は
､
休
憩
時
間
を
除
き
､
１
日
に
つ
い
て
８
時
間
(午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時
15分
)､
１
週
間
に
つ
い
て
40時
間
で
す
｡

ま
た
､
交
替
制
勤
務
職
員
な
ど
､
勤
務
の
特
殊
性
に
よ
り
こ
の
勤
務
時
間
に
よ
り
難
い
職
員
の

勤
務
時
間
は
､
別
に
定
め
て
い
ま
す
｡

�
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
の
使
用
状
況

年
次
有
給
休
暇
は
､
１
年
ご
と
に
20日

(中
途
採
用
者
は
別
に
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日

数
)
付
与
さ
れ
て
お
り
､
20日
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
残
日
数
は
､
翌
年
に
繰
り
越
す
こ
と
が
で

き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
｡

平
成
18年
の
１
人
当
た
り
の
平
均
使
用
日
数
は
､
次
の
と
お
り
で
す
｡
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15
骨
髄
移
植
に
係
る
登
録
又
は
骨
髄
液
の
提
供

の
休
暇

14
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇

13
夏
季
休
暇

12
配
偶
者
､
父
母
及
び
子
の
祭
日
の
休
暇

11
結
婚
休
暇

10
忌
引
休
暇

９
生
理
休
暇

８
子
育
て
休
暇

７
育
児
休
暇

６
通
勤
緩
和
休
暇

５
妊
産
婦
検
診
休
暇

４
妊
娠
障
害
休
暇

３
育
児
参
加
休
暇

２
配
偶
者
の
出
産
休
暇

１
産
前
産
後
休
暇

種
類

10.4日

１
人
当
た
り
平
均
使
用
日
数

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

５
日
以
内

５
日
以
内

そ
の
都
度
１
日

７
日
以
内

配
偶
者
の
場
合
10日
以
内
ほ
か

そ
の
都
度
２
日
以
内

７
日
以
内

１
日
２
回
各
45分
以
内

１
日
１
時
間
以
内

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

14日
以
内

５
日
以
内

３
日
以
内

産
前
８
週
間
以
内

産
後
８
週
間
以
内 付
与
日
数

23
風
水
震
火
災
等
に
よ
る
職
員
の
退
勤
途
上
に

お
け
る
身
体
の
危
険
の
回
避
を
事
由
と
す
る

休
暇

22
交
通
機
関
の
事
故
等
を
事
由
と
す
る
休
暇

21
風
水
震
火
災
等
に
よ
る
職
員
の
住
居
の
滅
失

等
を
事
由
と
す
る
休
暇

20
風
水
震
火
災
等
に
よ
る
交
通
の
遮
断
を
事
由

と
す
る
休
暇

19
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す

る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
交
通

の
制
限
又
は
遮
断
を
事
由
と
す
る
休
暇

18
証
人
等
と
し
て
官
公
署
へ
出
頭
す
る
た
め
の

休
暇

17
選
挙
権
等
の
権
利
行
使
の
た
め
の
休
暇

16
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇

15
骨
髄
移
植
に
係
る
登
録
又
は
骨
髄
液
の
提
供

の
休
暇

14
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇

育
児
休
業

取
得
者
数
う
ち
両
休

業
取
得
者

部
分
休
業

取
得
者
数

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

１
週
間
の
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る

期
間

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

勤
続
20年
に
達
す
る
場
合
２
日
以
内

永
年
勤
続
表
彰
を
受
け
た
場
合
３
日
以
内

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

５
日
以
内う
ち
育
児

休
業
取
得
う
ち
両
休
う
ち
部
分

休
業
取
得

�
病
気
休
暇
及
び
特
別
休
暇
の
状
況

病
気
休
暇
は
､
職
員
が
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必
要
が
あ
り
､
そ
の
勤
務
し
な
い
こ

と
が
や
む
を
得
な
い
場
合
に
認
め
ら
れ
る
有
給
休
暇
で
す
｡

特
別
休
暇
は
､
選
挙
権
の
行
使
､
結
婚
､
出
産
､
交
通
機
関
の
事
故
そ
の
他
の
特
別
の
事
由
に

よ
り
職
員
が
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
ら
れ
て
い

る
有
給
休
暇
で
す
｡

平
成
19年
４
月
１
日
現
在
､
同
規
則
で
定
め
ら
れ
て
い
る
特
別
休
暇
は
､
次
の
と
お
り
で
す
｡

�
育
児
休
業
等
の
利
用
状
況

育
児
休
業
及
び
部
分
休
業
は
､
と
も
に
職
員
が
３
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
た
め
､
当
該

子
が
３
歳
に
達
す
る
日
ま
で
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
､
そ
の
う
ち
部
分
休
業
に
つ
い
て

は
､
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
１
日
を
通
じ
て
２
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
(30分

単
位
)

で
取
得
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
｡

な
お
､
育
児
休
業
の
場
合
は
休
業
中
､
部
分
休
業
の
場
合
は
勤
務
し
な
い
時
間
が
無
給
と
な
っ

て
い
ま
す
｡

平
成
18年
度
の
取
得
状
況
は
､
次
の
と
お
り
で
す
｡

(単
位
：
人
)
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女
性
職
員

男
性
職
員

計

女
性
職
員

男
性
職
員

25 4

介
護
休
暇
取
得
者
数

454

472

454

466 0 6

育
児
休
業

取
得
者
数

2 1 2 1 0 0

う
ち
両
休

業
取
得
者

数

3 7 3 7 0 0

部
分
休
業

取
得
者
数

1,141

471

670

424

422 2

う
ち
育
児

休
業
取
得

者
数

1 1 0

う
ち
両
休

業
取
得
者

数

う
ち
部
分

休
業
取
得

者
数

3 3 0

地
方
公
務
員
法
第
28条
第
４
項
に
よ
り
失
職
し
た
者

合
計

条
例
に
定
め
る
事
由
に
よ
る
場
合

(地
方
公
務
員
法
第
27条
第
２
項
)

刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
さ
れ
た
場
合

(地
方
公
務
員
法
第
28条
第
２
項
第
２
号
)

職
制
等
の
改
廃
等
に
よ
り
過
員
等
を
生
じ
た
場
合

(地
方
公
務
員
法
第
28条
第
１
項
第
４
号
)

職
に
必
要
な
適
格
性
を
欠
く
場
合

(地
方
公
務
員
法
第
28条
第
１
項
第
３
号
)

心
身
の
故
障
の
場
合

(地
方
公
務
員
法
第
28条
第
１
項
第
２
号
､
第
２
項
第

１
号
)

勤
務
実
績
が
良
く
な
い
場
合

(地
方
公
務
員
法
第
28条
第
１
項
第
１
号
)

区
分

計

女
性
職
員

男
性
職
員

29 25 4

介
護
休
暇
取
得
者
数

0 0 0 0 0 0 0

降
任

2 0 0 0 1 0 1

免
職

246 2 1 0 0

243 0

休
職

0 0 0 0 0 0 0

降
給

0

248 2 1 0 1

243 1

合
計

(注
)
１

｢育
児
休
業
取
得
者
数
｣､
｢部
分
休
業
取
得
者
数
｣､
｢う
ち
両
休
業
取
得
者
数
｣
の

欄
の
上
段
に
は
平
成
18年
度
に
新
た
に
育
児
休
業
(部
分
休
業
)
を
取
得
し
た
者
､
下
段

に
は
育
児
休
業
(部
分
休
業
)
の
期
間
が
平
成
17年
度
か
ら
18年
度
に
か
け
て
引
き
続
い

て
育
児
休
業
を
取
得
し
て
い
る
者
の
数
で
す
｡

２
｢育
児
休
業
取
得
者
数
｣､
｢部
分
休
業
取
得
者
数
｣､
｢う
ち
両
休
業
取
得
者
数
｣
の

欄
の
上
段
の
平
成
18年
度
に
新
た
に
育
児
休
業
を
取
得
し
た
者
の
数
に
は
｢平
成
18年
度

中
に
新
た
に
育
児
休
業
が
取
得
可
能
と
な
っ
た
職
員
で
育
児
休
業
(部
分
休
業
)
を
取
得

し
た
者
｣
と
｢平
成
17年
度
中
に
育
児
休
業
が
取
得
可
能
と
な
っ
た
が
､
平
成
18年
度
に

新
た
に
育
児
休
業
(部
分
休
業
)
を
取
得
し
た
者
｣
の
両
方
が
含
ま
れ
る
の
で
､
｢平
成

18年
度
中
に
新
た
に
育
児
休
業
が
取
得
可
能
と
な
っ
た
職
員
の
う
ち
育
児
休
業
取
得
者
数
｣､

｢平
成
18年

度
中
に
新
た
に
育
児
休
業
が
取
得
可
能
と
な
っ
た
職
員
の
う
ち
部
分
休
業
取

得
者
数
｣､

｢平
成
18年

度
中
に
新
た
に
育
児
休
業
が
取
得
可
能
と
な
っ
た
職
員
の
う
ち

両
休
業
取
得
者
数
｣
の
各
々
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
く
､
ま
た
下
回
る
こ
と

も
あ
り
ま
せ
ん
｡

�
介
護
休
暇
の
取
得
状
況

介
護
休
暇
は
､
職
員
が
配
偶
者
､
父
母
､
子
､
配
偶
者
の
父
母
等
の
負
傷
､
疾
病
又
は
老
齢
の

た
め
､
当
該
配
偶
者
等
を
介
護
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
場
合
に
６
月
の
期
間
内
で
認
め
ら
れ
る

休
暇
で
､
勤
務
し
な
い
時
間
は
無
給
と
な
っ
て
い
ま
す
｡

平
成
18年
度
の
取
得
状
況
は
､
次
の
と
お
り
で
す
｡

(単
位
：
人
)

４
職
員
の
分
限
及
び
懲
戒
処
分
の
状
況

�
分
限
処
分
の
状
況

分
限
制
度
は
､
職
員
が
恣
意
的
に
そ
の
職
を
奪
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
身
分
を
保
障
す
る
こ

と
に
よ
り
､
公
務
の
中
立
性
､
安
定
性
を
確
保
し
､
公
務
能
率
の
維
持
及
び
そ
の
適
正
な
運
営
を

図
る
趣
旨
か
ら
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
｡

分
限
処
分
は
､
法
又
は
条
例
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
､
任
命
権
者
が
職
員
の

意
に
反
し
て
､
そ
の
身
分
に
不
利
益
な
変
動
を
も
た
ら
す
免
職
等
の
処
分
の
こ
と
を
い
い
ま
す
｡

平
成
18年
度
の
分
限
処
分
の
状
況
は
､
次
の
と
お
り
で
す
｡

(単
位
：
人
)
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平
成
18年

度
中
に
新
た
に
育
児
休
業
が
取
得

可
能
と

な
っ
た
職

員
(育
児

休
業
対
象

者
数
)



合
計

全
体
の
奉
仕
者
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行

(地
方
公
務
員
法
第
29条
第
１
項
第
３
号
)

職
務
上
の
義
務
違
反
又
は
怠
慢

(地
方
公
務
員
法
第
29条
第
１
項
第
２
号
)

法
令
違
反

(地
方
公
務
員
法
第
29条
第
１
項
第
１
号
)

区
分

地
方
公
務
員
法
第
28条
第
４
項
に
よ
り
失
職
し
た
者

合
計

条
例
に
定
め
る
事
由
に
よ
る
場
合

(地
方
公
務
員
法
第
27条
第
２
項
)

刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
さ
れ
た
場
合

(地
方
公
務
員
法
第
28条
第
２
項
第
２
号
)

37 3 2 32

戒
告 0 0 0

24 11 2 11

減
給 2 0 0

4 2 0 2

停
職 246 2 1

9 7 0 2

免
職 0 0 0

74 23 4 47

合
計 0

248 2 1

知
事 任
命
権
者

合
計

管
理
監
督
責
任

道
路
交
通
法
違
反

収
賄
等
関
係

一
般
非
行
関
係

(傷
害
・
暴
行
の
刑
法
違
反
等
)

一
般
服
務
違
反
関
係

(職
務
命
令
違
反
､
信
用
失
墜
行
為
等
)

給
与
・
任
用
に
関
す
る
不
正

(諸
給
与
の
不
正
領
得
等
)

区
分

合
計

全
体
の
奉
仕
者
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行

(地
方
公
務
員
法
第
29条
第
１
項
第
３
号
)

職
員
の
服
務
規
律
の
厳
正
な
保
持
に
つ
い

て
､
定
期
的
(夏
季
､
年
末
及
び
年
度
末
)

に
周
知
し
た
ほ
か
､
選
挙
の
実
施
や
職
員
が

不
祥
事
を
起
こ
し
た
際
な
ど
､
必
要
に
応
じ

て
随
時
､
職
員
へ
の
周
知
等
を
図
っ
た
｡

取
組

内
容

37 1 32 0 0 4 0

戒
告 37 3文
書
に
よ
る
通
知

各
所
属
に
お
け
る
所
内
会
議
､

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
の
周
知

周
知
方
法
等

24 2 13 0 1 8 0

減
給 24 11

4 0 3 0 0 1 0

停
職 4 2

9 0 1 2 2 4 0

免
職 9 7

74 3 49 2 3 17 0

合
計 74 23

(注
)
１
対
象
職
員
は
､
一
般
職
に
属
す
る
す
べ
て
の
職
員
で
す
｡

２
分
限
処
分
者
数

�
条
件
附
採
用
期
間
中
の
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
の
う
ち
､
分
限
処
分
に
準
ず
る

措
置
が
行
わ
れ
た
も
の
は
､
便
宜
上
分
限
処
分
に
付
さ
れ
た
者
と
し
て
い
ま
す
｡

�
平
成
18年
度
中
に
休
職
期
間
が
更
新
さ
れ
た
者
を
新
た
に
休
職
処
分
に
付
さ
れ
た
者

と
み
な
し
て
い
ま
す
｡

�
失
職
制
度
は
広
義
の
分
限
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
､
地
方
公
務

員
法
第
16条
の
欠
格
条
項
に
該
当
し
た
者
を
分
限
処
分
に
付
さ
れ
た
者
と
み
な
し
て
い

ま
す
｡

�
休
職
処
分
者
数
は
､
処
分
件
数
に
着
目
し
て
計
上
し
た
も
の
で
あ
り
､
延
べ
人
数
で

す
｡

�
懲
戒
処
分
の
状
況

懲
戒
制
度
は
､
職
員
の
一
定
の
義
務
違
反
に
対
し
て
､
道
義
的
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
り
､

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
規
律
と
公
務
遂
行
の
秩
序
の
維
持
を
図
る
趣
旨
か
ら
整
備
さ
れ
て
い
ま

す
｡懲
戒
処
分
は
､
法
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
場
合
に
､
職
員
の
非
違
の
責
任
を
明
ら
か
に
し

て
科
さ
れ
る
制
裁
と
し
て
､
任
命
権
者
が
職
員
の
身
分
に
不
利
益
な
変
動
を
も
た
ら
す
免
職
等
の

処
分
の
こ
と
を
い
い
ま
す
｡

平
成
18年
度
の
懲
戒
処
分
の
状
況
は
､
次
の
と
お
り
で
す
｡

ア
懲
戒
処
分
者
数

(単
位
：
人
)

イ
行
為
別
懲
戒
処
分
者
数
内
訳

(単
位
：
人
)

５
職
員
の
服
務
の
状
況

職
員
の
服
務
に
つ
い
て
は
､
法
第
30条
に
服
務
の
根
本
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
､
法
令
等

及
び
上
司
の
命
令
に
従
う
義
務
､
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止
､
秘
密
を
守
る
義
務
､
職
務
に
専
念
す
る

義
務
､
政
治
的
行
為
の
制
限
､
争
議
行
為
等
の
禁
止
､
営
利
企
業
等
の
従
事
制
限
な
ど
の
義
務
や
制

限
が
課
さ
れ
て
い
ま
す
｡

こ
れ
ら
の
服
務
規
律
を
保
持
す
る
た
め
､
懲
戒
制
度
の
適
切
な
運
用
に
努
め
て
い
る
ほ
か
､
日
ご

ろ
か
ら
職
員
に
対
し
て
注
意
を
喚
起
し
､
そ
の
徹
底
を
図
っ
て
い
ま
す
｡

平
成
18年
度
の
服
務
規
律
の
遵
守
に
関
す
る
主
な
取
組
状
況
は
､
次
の
と
お
り
で
す
｡
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警
察
本
部
長

任
命
権
者

教
育
委
員
会

任
命
権
者

病
院
事
業
管

理
者 任
命
権
者

知
事

警
察
職
員
と
し
て
県
民
の
負
託
に
応
え
る

べ
く
､
自
己
啓
発
に
努
め
高
い
使
命
感
を
保

持
し
適
切
な
職
務
執
行
と
堅
実
な
私
生
活
に

努
め
る
｡ 取

組
内

容

１
平
成
18年
７
月
に
不
祥
事
防
止
に
係
る

公
立
学
校
合
同
校
長
会
議
(全
公
立
学
校

長
参
加
)､
平
成
19年

１
・
２
月
に
教
職

員
不
祥
事
防
止
対
策
会
議
(全
公
立
学
校

長
・
市
町
村
教
育
委
員
会
教
育
長
参
加
)､

同
２
月
に
臨
時
県
立
学
校
長
・
教
育
事
務

所
長
会
議
を
そ
れ
ぞ
れ
開
催
し
た
｡

２
平
成
18年
９
月
に
道
路
交
通
法
違
反
関

係
教
職
員
の
懲
戒
処
分
等
に
関
す
る
基
準

を
改
正
し
､
飲
酒
運
転
に
係
る
基
準
を
厳

罰
化
し
(原
則
懲
戒
免
職
)､
同
10月

か
ら
適
用
し
た
｡

３
平
成
19年
１
月
に
教
職
員
の
懲
戒
処
分

に
関
す
る
基
準
を
策
定
し
､
同
３
月
か
ら

適
用
し
た
｡

取
組

内
容

選
挙
が
実
施
さ
れ
た
場
合
の
服
務
規
律
に

関
す
る
通
知

７
月
､
12月
､
３
月
期
に
お
い
て
事
故
防

止
､
服
務
規
律
保
持
の
通
知

職
員
に
服
務
規
律
違
反
が
発
生
し
た
場
合

は
随
時
規
律
保
持
徹
底
の
通
知

各
所
属
に
対
し
て
福
島
県
倫
理
条
例
に
基

づ
い
て
､
贈
与
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
四
半

期
ご
と
に
報
告
を
義
務
づ
け
て
い
る
｡

取
組

内
容

職
員
の
服
務
規
律
の
厳
正
な
保
持
に
つ
い

て
､
定
期
的
(夏
季
､
年
末
及
び
年
度
末
)

に
周
知
し
た
ほ
か
､
選
挙
の
実
施
や
職
員
が

不
祥
事
を
起
こ
し
た
際
な
ど
､
必
要
に
応
じ

て
随
時
､
職
員
へ
の
周
知
等
を
図
っ
た
｡

機
会
教
養
各
種
会
議

周
知
方
法
等

不
祥
事
防
止
策
の
協
議
等
を
行
っ

た
｡

各
所
属
に
通
知
す
る
と
と
も
に
､

各
職
員
に
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
配

付
し
た
｡

各
所
属
に
通
知
す
る
と
と
も
に
､

各
職
員
に
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
配

付
し
た
｡ 周
知
方
法
等

文
書
に
よ
る
通
知
､
各
所
属
内

の
会
合
､
回
覧
等

文
書
に
よ
る
通
知
､
各
所
属
内

の
会
合
､
回
覧
等

文
書
に
よ
る
通
知
､
各
所
属
内

の
会
合
､
回
覧
等

周
知
方
法
等

文
書
に
よ
る
通
知

各
所
属
に
お
け
る
所
内
会
議
､

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
の
周
知

派
遣
研
修

個別選択研修 指名研修

研
修
区
分

警
察
本
部
長

任
命
権
者計

中
国
語
講
座

行
政
経
営
セ

ミ
ナ
ー

指
導
者
養
成

マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
能
力
養
成

対
人
能
力
養

成 政
策
形
成
能

力
養
成

業
務
遂
行
能

力
養
成 計

管
理
者
特
別

研
修

管
理
者

監
督
者

係
員

新
採
用
職
員

研
修
名

警
察
職
員
と
し
て
県
民
の
負
託
に
応
え
る

べ
く
､
自
己
啓
発
に
努
め
高
い
使
命
感
を
保

持
し
適
切
な
職
務
執
行
と
堅
実
な
私
生
活
に

努
め
る
｡ 取

組
内

容

29

339 6 90 20 38 58 90 37

1,322 66

157 42

828

229

知
事
部
局

受
講
者
数

(人
)

0 5 0 1 0 0 1 3 0 13 2 4 3 4 0

企
業
局

0 15 0 4 1 2 5 1 2

222 8 9 2

121 82

病
院
局

3 51 0 13 2 5 12 11 8

227 10 11 9

151 46

教
育

5 18
(73) 0 7 0 1 3 3 4
(73)

53
(45) 0 0 0(9)

53
(29) 0(7)

警察本部

機
会
教
養
各
種
会
議

周
知
方
法
等

0 18 1 8 0 1 2 5 1 11 1 6 0 4 0

そ
の
他

37

446
(73) 7

123 23 47 81

113

52
(73)

1,848
(45) 87

187

56(9)

1,161
(29)

357(7)

合
計

(
)は
県
警
察

学
校
で
の
研
修

(
)は
管
区
警
察

学
校
で
の
研
修

(
)は
警
察
大

学
校
で
の
研
修

(
)は
警
察
大

学
校
､
管
区
警

察
学
校
及
び
県

警
察
学
校
で
の

研
修
(研
修
区

分
専
科
)

６
職
員
の
研
修
及
び
勤
務
成
績
の
評
定
の
状
況

�
研
修
の
実
施
状
況

職
員
の
勤
務
能
率
の
発
揮
及
び
増
進
の
た
め
､
職
層
や
経
験
年
数
に
応
じ
て
行
う
指
名
研
修
や
､

個
々
の
職
員
が
習
得
し
た
い
知
識
及
び
技
能
を
受
講
希
望
す
る
選
択
型
の
研
修
の
ほ
か
､
専
門
研

修
､
職
場
研
修
､
派
遣
研
修
等
､
各
種
研
修
を
実
施
し
て
い
ま
す
｡

平
成
18年
度
の
主
な
研
修
の
実
施
状
況
は
､
次
の
と
お
り
で
す
｡

ア
一
般
行
政
職
等
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任用科 採用時教養

研
修
区
分

基本研修

研
修
区
分

合
計

派
遣
研
修

択研修

計

中
国
語
講
座

行
政
経
営
セ

ミ
ナ
ー

指
導
者
養
成

警
察
大
学
校

管
区
警
察
学
校

県
警
察
学
校

初
任
科

初
任
補
修
科

研
修
名

経
験
者
研
修
Ⅱ

経
験
者
研
修
Ⅰ

初
任
者
研
修

研
修
名

1,690 29

339 6 90 20各
部
門
等
の
任
用
に
関
す
る
教
養

新
採
用
の
警
察
官
に
関
す
る
教
養

概
要

教
職
経
験
10年
と
い
う
節
目
に
お
い
て
､
今
ま
で

の
教
育
活
動
を
振
り
返
り
､
自
己
の
課
題
や
適
性
等

を
再
確
認
し
､
実
践
的
指
導
力
の
向
上
を
図
る
｡

教
職
経
験
５
年
の
教
員
を
対
象
に
し
て
､
学
習
指

導
法
な
ど
専
門
的
な
力
量
の
向
上
を
図
る
｡

新
任
教
員
を
対
象
と
し
て
､
実
践
的
指
導
力
と
使

命
感
を
養
う
と
と
も
に
､
幅
広
い
知
見
を
得
さ
せ
る

な
ど
､
教
員
と
し
て
の
基
礎
､
基
本
の
習
得
を
図
る
｡

概
要

18 0 5 0 1 0

237 0 15 0 4 1

281 3 51 0 13 2

76
(118) 5 18
(73) 0 7 0

29 0 18 1 8 0

2,331
(118) 37

446
(73) 7

123 23

22

132 69

258

受
講
者
数
(人
)

287

144

203

受
講
者
数
(人
)

(
)は
外
数

評
定
結
果
の
活
用

基
準
日
及
び
期
間

評
定
者
等

対
象
職
員

勤
務
の
評
定
の
目
的

専科 任用科 時教養

警
察
大
学
校

管
区
警
察
学
校

県
警
察
学
校

警
察
大
学
校

管
区
警
察
学
校

県
警
察
学
校

初
任
補
修
科

評
定
結
果
に
つ
い
て
は
､
職
員
の
能
力
開
発
・
人
材
育
成
及
び
適
材

適
所
の
人
事
配
置
の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用
し
ま
し
た
｡

①
平
成
18年
８
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
前
１
年
間
に
つ
い
て
作
成

し
ま
し
た
｡

②
た
だ
し
､
転
任
､
配
置
転
換
等
の
日
か
ら
３
月
に
満
た
な
い
職
員

や
長
期
の
休
職
､
研
修
等
に
よ
り
基
準
日
前
３
月
以
上
に
わ
た
っ
て

業
務
に
従
事
し
な
か
っ
た
職
員
な
ど
に
つ
い
て
は
､
３
月
を
満
了
す

る
ま
で
延
期
し
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
｡

①
評
定
者
は
直
近
上
位
の
管
理
職
と
し
､
最
終
評
定
者
を
所
属
長
と

し
て
い
ま
す
｡
ま
た
､
実
施
責
任
者
を
各
部
局
長
等
と
し
て
い
ま
す
｡

②
実
施
責
任
者
は
評
定
結
果
を
厳
正
に
審
査
し
､
不
適
当
と
認
め
る

と
き
は
所
要
の
訂
正
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
｡

勤
務
評
定
は
､
次
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
す
べ
て
の
職
員
を
対
象
と

し
て
い
ま
す
｡

�
非
常
勤
又
は
臨
時
的
任
用
職
員

�
教
育
職
､
医
療
職
一�
､
技
能
労
務
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員

�
給
料
の
特
別
調
整
額
を
受
け
る
管
理
職
員

勤
務
評
定
は
､
法
第
40条
の
規
定
に
基
づ
き
､
職
員
の
能
力
開
発
・

人
材
育
成
､
適
材
適
所
の
人
事
配
置
等
に
必
要
な
人
事
管
理
上
の
資
料

の
整
備
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
｡

特
定
の
分
野
に
関
す
る
専
門
的
知
識
及
び
技
能
を
習

得
さ
せ
る
た
め
の
教
養

各
部
門
等
の
任
用
に
関
す
る
教
養

58 60

631 22

132 69

イ
教
育
職

ウ
公
安
職

�
勤
務
成
績
の
評
定
の
状
況

ア
知
事
部
局
等
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評
定
結
果
の
活
用

基
準
日
及
び
期
間

評
定
者
等

対
象
職
員

勤
務
の
評
定
の
目
的

評
定
結
果
の
活
用

基
準
日
及
び
期
間

評
定
者
等

対
象
職
員

勤
務
の
評
定
の
目
的

評
定
結
果
の
活
用

評
定
の
結
果
は
､
人
材
育
成
､
人
事
配
置
等
に
活
用
し
ま
し
た
｡

①
評
定
期
間
は
､
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
３
月
31日
ま
で
の
期
間
と

し
､
３
月
31日
現
在
で
実
施
し
ま
し
た
｡

②
被
評
定
者
が
､
休
職
､
育
児
休
業
､
長
期
出
張
等
に
よ
り
､
評
定

対
象
の
期
間
が
５
ケ
月
に
満
た
な
い
と
き
は
､
３
月
31日
以
後
で
５

ケ
月
に
達
し
た
と
き
に
実
施
し
ま
し
た
｡

評
定
は
原
則
と
し
て
､
被
評
定
者
の
複
数
の
上
司
に
よ
り
行
い
､
調

整
は
､
評
定
者
の
上
位
の
職
に
あ
る
者
が
行
う
も
の
と
し
て
い
ま
す
｡

勤
務
評
定
は
､
次
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
す
べ
て
の
職
員
を
対
象
と

し
て
い
ま
す
｡

�
地
方
警
務
官

�
非
常
勤
又
は
臨
時
的
任
用
職
員

勤
務
評
定
は
法
第
40条
の
規
定
に
基
づ
き
､
職
員
が
職
務
と
責
任
を

遂
行
し
た
勤
務
実
績
､
能
力
及
び
適
性
を
統
一
的
に
評
価
し
､
こ
れ
を

職
員
の
処
遇
､
計
画
的
な
人
材
育
成
､
適
材
適
所
の
人
事
配
置
等
に
活

用
し
､
併
せ
て
､
公
務
能
率
の
向
上
に
資
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
ま
す
｡

評
定
結
果
に
つ
い
て
は
､
人
事
配
置
に
活
用
し
ま
し
た
｡

原
則
と
し
て
平
成
18年
９
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
前
１
年
間
に
つ

い
て
作
成
し
ま
し
た
｡

評
定
者
は
､
校
長
に
つ
い
て
は
教
育
長
(市
町
村
立
学
校
の
場
合
は

市
町
村
教
育
委
員
会
教
育
長
)
と
し
､
校
長
以
外
に
つ
い
て
は
当
該
職

員
の
所
属
す
る
学
校
の
校
長
と
し
ま
す
｡

勤
務
評
定
は
､
次
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
す
べ
て
の
県
立
学
校
の
教

員
､
市
町
村
立
学
校
の
教
職
員
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
｡

�
非
常
勤
又
は
臨
時
的
任
用
職
員

�
指
導
主
事
に
充
て
ら
れ
た
教
員
等

勤
務
評
定
は
､
職
員
の
適
正
配
置
等
､
公
正
な
人
事
管
理
の
基
礎
資

料
の
一
つ
と
す
る
も
の
で
す
｡

評
定
結
果
に
つ
い
て
は
､
職
員
の
能
力
開
発
・
人
材
育
成
及
び
適
材

適
所
の
人
事
配
置
の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用
し
ま
し
た
｡

Ｖ
Ｄ
Ｔ
作
業
従
事
職
員
健
康
診
断

人
間
ド
ッ
ク
健
康
診
断

婦
人
科
健
康
診
断
(乳
が
ん
)

婦
人
科
健
康
診
断
(子
宮
が
ん
)

新
規
採
用
職
員
健
康
診
断

成
人
病
予
防
健
康
診
断
(35歳

未
満
)

成
人
病
予
防
健
康
診
断
(35歳

以
上
)

特
別
健
康
診
断

胸
部
健
康
診
断 健
康
診
断
種
別

評
定
結
果
の
活
用

基
準
日
及
び
期
間

評
定
者
等

評
定
の
結
果
は
､
人
材
育
成
､
人
事
配
置
等
に
活
用
し
ま
し
た
｡

①
評
定
期
間
は
､
前
年
の
４
月
１
日
か
ら
３
月
31日
ま
で
の
期
間
と

し
､
３
月
31日
現
在
で
実
施
し
ま
し
た
｡

②
被
評
定
者
が
､
休
職
､
育
児
休
業
､
長
期
出
張
等
に
よ
り
､
評
定

対
象
の
期
間
が
５
ケ
月
に
満
た
な
い
と
き
は
､
３
月
31日
以
後
で
５

ケ
月
に
達
し
た
と
き
に
実
施
し
ま
し
た
｡

評
定
は
原
則
と
し
て
､
被
評
定
者
の
複
数
の
上
司
に
よ
り
行
い
､
調

整
は
､
評
定
者
の
上
位
の
職
に
あ
る
者
が
行
う
も
の
と
し
て
い
ま
す
｡

県

県・共済組合

県 県 県 県 県 県 県

実
施
主
体

5,088

2,016

173

413

107

1,819

3,266

1,377

5,044

対
象
者
数

3,603

2,003

165

376

104

1,773

3,205

2,311

4,925

受
診
者
数

70.8

99.4

95.4

91.0

97.2

97.5

98.1

83.9

97.6

受
診
率

(％
)

イ
教
育
委
員
会
(県
立
学
校
・
市
町
村
立
学
校
)

ウ
警
察
本
部

７
職
員
の
福
祉
及
び
利
益
の
保
護
の
状
況

�
職
員
の
複
利
厚
生
の
実
施
状
況

ア
安
全
衛
生
管
理

職
員
の
安
全
の
確
保
及
び
健
康
の
保
持
増
進
を
図
り
､
快
適
な
職
場
環
境
を
実
現
す
る
た
め
､

労
働
安
全
衛
生
法
(昭
和
47年
法
律
第
57号
)
及
び
福
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
(昭
和

58年
福
島
県
訓
令
第
11号
)
に
基
づ
き
､
安
全
管
理
者
､
衛
生
管
理
者
､
産
業
医
等
を
選
任
す

る
と
と
も
に
､
衛
生
委
員
会
､
安
全
衛
生
委
員
会
等
を
設
置
し
､
職
員
の
安
全
衛
生
管
理
に
努

め
て
い
ま
す
｡

イ
職
員
の
健
康
管
理

疾
病
の
予
防
､
早
期
発
見
を
図
る
た
め
､
労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
き
､
｢胸
部
健
康
診

断
｣
､
｢成
人
病
予
防
健
康
診
断
｣
､
｢特
別
健
康
診
断
｣
な
ど
の
各
種
健
康
診
断
等
を
実
施

し
､
職
員
の
健
康
管
理
に
努
め
て
い
ま
す
｡

平
成
18年
度
の
実
施
状
況
は
､
次
の
と
お
り
で
す
｡

�
健
康
診
断
の
実
施
状
況

ａ
知
事
部
局
等
(教
育
委
員
会
及
び
警
察
本
部
を
除
く
｡
)
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健
康
診
断
種
別

Ｖ
Ｄ
Ｔ
作
業
特
定
従
事
職
員
健
康
診
断

人
間
ド
ッ
ク
健
康
診
断

婦
人
科
健
康
診
断
(乳
が
ん
)

婦
人
科
健
康
診
断
(子
宮
が
ん
)

新
規
採
用
職
員
健
康
診
断

成
人
病
予
防
健
康
診
断
(35歳

未
満
)

成
人
病
予
防
健
康
診
断
(35歳

以
上
)

特
別
健
康
診
断

胸
部
健
康
診
断 健
康
診
断
種
別

Ｖ
Ｄ
Ｔ
作
業
従
事
職
員
健
康
診
断

人
間
ド
ッ
ク
健
康
診
断

婦
人
科
健
康
診
断
(乳
が
ん
)

婦
人
科
健
康
診
断
(子
宮
が
ん
)

新
規
採
用
職
員
健
康
診
断

実
施
主
体

病
院
局

県
共
済
組
合

共
助
会

病
院
局

病
院
局

病
院
局

病
院
局

病
院
局

病
院
局

病
院
局

実
施
主
体

県

県・共済組合

県 県 県

対
象
者
数 237

195

147

257 44

332

655

1,125

1,031

対
象
者
数

5,088

2,016

173

413

107

受
診
者
数 117

195

118

201 36

272

586

1,024

886

受
診
者
数

3,603

2,003

165

376

104

受
診
率

(％
) 49.4

100.0

80.3

78.2

81.8

81.9

89.5

92.6

85.9

受
診
率

(％
) 70.8

99.4

95.4

91.0

97.2

Ｖ
Ｄ
Ｔ
作
業
員
健
康
診
断

特
別
健
康
診
断

人
間
ド
ッ
ク

婦
人
科
検
診

雇
入
時
健
康
診
断

生
活
習
慣
病
検
診

結
核
健
康
診
断 健
康
診
断
種
別

乳
が
ん
・
子
宮
が
ん
検
診

教
職
員
人
間
ド
ッ
ク
(脳
ド
ッ
ク
含
む
)

Ｖ
Ｄ
Ｔ
作
業
従
事
教
職
員
健
康
診
断

教
職
員
結
核
健
康
診
断

教
職
員
定
期
健
康
診
断

新
規
採
用
教
職
員
健
康
診
断

健
康
診
断
種
別

県
(警
)

県
(警
)

県
(警
)

共
済
組
合

県
(警
)

県
(警
)

県
(警
)

県
(警
)

実
施
主
体

共
済
組
合

県
(教
)

共
済
組
合

県
(教
)

市
町
村

互
助
会

県
(教
)

県
(教
)

県
(教
)

県
(教
)

実
施
主
体

44 94

696

142

133

2,881 31

対
象
者
数

6,897

7,469

5,219

5,463

5,463 94

対
象
者
数

44 92

674

114

133

2,844 31

受
診
者
数

3,862

5,890

4,552

4,467

5,193 94

受
診
者
数

100.0

97.9

96.8

80.3

100.0

98.7

100.0

受
診
率

(％
) 56.0

78.9

87.2

81.8

95.1

100.0

受
診
率

(％
)

(注
)
特
別
健
康
診
断
の
受
診
者
数
は
､
年
２
回
実
施
の
延
べ
人
数
で
す
｡

ｂ
病
院
局
(※
健
康
診
断
は
､
病
院
局
に
お
い
て
も
別
途
実
施
し
て
い
ま
す
｡
(人
間
ド
ッ

ク
を
除
く
)
)

(注
)
特
別
健
康
診
断
の
対
象
者
数
及
び
受
診
者
数
は
､
延
べ
人
数
で
す
｡

ｃ
教
育
委
員
会

ｄ
警
察
本
部
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ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
講
習
会

保
健
指
導

健
康
管
理
講
習
会

事
業
名
称

教
職
員
健
康
相
談
事
業

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
セ
ミ
ナ
ー

教
職
員
相
談

事
業
名
称

ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
教
室

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
講
習
会

健
康
相
談
事
業

健
康
診
断
事
後
指
導

事
業
名
称

心
身
両
面
の
健
康
づ
く
り

心
の
健
康
づ
く
り

心
身
の
健
康
に
関
す
る
個
別
指
導

健
康
管
理
に
関
す
る
集
団
教
養

事
業
概
要

心
身
の
悩
み
に
つ
い
て
の
相
談

教
職
員
の
心
の
健
康
づ
く
り

職
場
や
家
庭
､
健
康
に
つ
い
て
の

相
談

事
業
概
要

心
身
両
面
の
健
康
づ
く
り

心
の
健
康
づ
く
り

心
身
の
健
康
に
関
す
る
相
談

要
注
意
所
見
の
あ
る
職
員
の
指
導

事
業
概
要

共
済
組
合

県
(警
)

県
(警
)

県
(警
)

実
施
主
体

共
済
組
合

共
済
組
合

県
(教
)

実
施
主
体

共
済
組
合

県 県 県

実
施
主
体

171

108

431

2,245

実
施
人
数 13

160

275

実
施
人
数 149 89

779

316

実
施
人
数

高
校

卒
程

度

資
格

免
許

職

大
学

卒
程

度

区
分

合
計

通
勤
災
害

公
務
災
害

区
分

通常試
警
察
官
Ｂ
(男
性
)

警
察
官
Ａ
(女
性
)

警
察
官
Ａ
(男
性
) 11 0 11

平
成
17年

度
末

未
認
定
件
数

227 19

208

平
成
18年

度
中

申
請
件
数

5
月
2
日

6
月
27日

5
月
2
日

試
験
公
告
日

225 18

207

公
務
上

平
成
18年
度
中
認
定
状
況

5
月
22日
～

6
月
2
日

8
月
7
日
～

8
月
18日

8
月
7
日
～

8
月
18日

5
月
8
日
～

5
月
19日

受
付
期
間

2 0 2

公
務
外

7
月
9
日

9
月
24日

9
月
24日

6
月
25日

第
１
次
試
験
日 0 0 0

取
下
げ

8
月
8
日
～

8
月
9
日

10月
24日

10月
24日

7
月
25日
～

7
月
27日

第
２
次
試
験
日

227 18

209

計

11 1 10

平
成
18年

度
末

未
認
定
件
数

8
月
31日

11月
9
日

11月
9
日

8
月
11日

名
簿
確
定
日

�
そ
の
他
の
事
業
の
概
要
(主
な
も
の
)

ａ
知
事
部
局
等
(教
育
委
員
会
及
び
警
察
本
部
を
除
く
｡
)

ｂ
教
育
委
員
会

ｃ
警
察
本
部

�
公
務
災
害
等
の
状
況

�
職
員
の
利
益
の
保
護
の
状
況

職
員
の
利
益
は
､
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
要
求
制
度
及
び
不
利
益
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立

て
制
度
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
い
ま
す
｡

ア
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
要
求
制
度

法
第
46条
に
よ
り
､
給
与
､
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
し
､
人
事
委
員
会
に
対
し

て
､
任
命
権
者
に
よ
り
適
当
な
措
置
が
執
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
｡

イ
不
利
益
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
て
制
度

法
第
49条
に
よ
り
､
懲
戒
そ
の
他
職
員
の
意
に
反
す
る
と
認
め
る
不
利
益
処
分
を
受
け
た
と

き
､
人
事
委
員
会
に
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
｡

こ
れ
ら
の
制
度
に
関
す
る
平
成
18年
度
の
状
況
は
｢福
島
県
人
事
委
員
会
の
業
務
報
告
(平
成

18年
度
)
｣
３
及
び
４
の
と
お
り
で
す
｡

[人
事
委
員
会
の
業
務
状
況
の
報
告
様
式
]

福
島
県
人
事
委
員
会
の
業
務
報
告
(平
成
18年
度
)

１
職
員
の
競
争
試
験
及
び
選
考
の
状
況

�
競
争
試
験
の
実
施
状
況

ア
実
施
日
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大学卒程

事
項

職
種

市
町
村
立
学
校
事
務
職
員

市
町
村
立
学
校
栄
養
職
員

警察官 高
校

卒
程

度

資
格

免
許

職

特別募集 通常試験薬
学

農
芸
化
学

化
学

建
築

土
木

林
業

農
業
土
木

農
業

警
察
事
務

行
政
事
務

警
察
官
Ｂ
(女
性
)

警
察
官
Ｂ
(男
性
)

警
察
官
Ａ
(女
性
)

警
察
官
Ａ
(男
性
)

警
察
官
Ｂ
(女
性
)

警
察
官
Ｂ
(男
性
)

警
察
官
Ａ
(女
性
)

警
察
官
Ａ
(男
性
)

5
月
2
日

6
月
27日

―

3
月
17日

5
月
2
日

6
月
27日

― 1 3 1 6 ― ― 5 5 26

採
用

予
定
者
数

― 12
(4) 24
(7) 15
(2) 71
(2) ―(
)

―(
)

30
(10)

89
(37)

721
(237)

申
込
者
数

ａ

8
月
7
日
～

8
月
18日

―

3
月
27日
～

4
月
7
日

7
月
31日
～

8
月
11日

5
月
22日
～

6
月
2
日

8
月
7
日
～

8
月
18日

8
月
7
日
～

8
月
18日― 11
(3) 23
(7) 9(1) 62
(2) ―(
)

―(
)

27
(8) 60
(27)

501
(152)

受
験
者
数

ｂ

9
月
24日

―

5
月
14日

9
月
17日

7
月
9
日

9
月
24日

9
月
24日

― 91.7
(75.0)

95.8
(100.0)

60.0
(50.0)

87.3
(100.0)

―(
)

―(
)

90.0
(80.0)

67.4
(73.0)

69.5
(64.1)

受
験
率

ｂ
／
ａ

― 4(2) 9(1) 3(0) 18
(1) ―(
)

―(
)

15
(4) 20
(10)

58
(19)

第
１
次

合
格
者
数 10月
24日

―

6
月
14日
～

6
月
15日

10月
17日
～

10月
18日

8
月
8
日
～

8
月
9
日

10月
24日

10月
24日― 2(1) 3(0) 1(0) 6(1) ―(

)

―(
)

5(1) 5(2) 29
(13)

最
終

合
格
者
数

11月
9
日

―

7
月
7
日

11月
9
日

8
月
31日

11月
9
日

11月
9
日

― 5.5

7.7

9.0

10.3

― ― 5.4

12.0

17.3

競
争
倍
率

ｂ
／
ｃ

高校卒程度 資格免許職 卒程度

通常 小
計

土
木

林
業

農
業
土
木

警
察
事
務

行
政
事
務

小
計

看
護

臨
床
検
査
技
師

栄
養
士

司
書

小
計

心
理
判
定
員

機
械

水
産

畜
産

薬
学

農
芸
化
学

化
学

警
察
官
Ａ
(女
性
)

警
察
官
Ａ
(男
性
)

5 45 8 ― ― ― 2 6 3 ― ― 2 1 53 2 2 2 ― ― 1 3

128
(128)

487

225
(119)

―(
)

―(
)

―(
)

37
(27)

188
(92)

163
(143)

―(
)

―(
)

44
(43)

119
(100)

1,026
(323)

30
(22)

13
(0) 21
(2) ―(
)

―(
)

12
(4) 24
(7)

93
(93)

377

162
(89)

―(
)

―(
)

―(
)

28
(21)

134
(68)

136
(119)

―(
)

―(
)

36
(35)

100
(84)

744
(219)

24
(18)

10
(0) 17
(1) ―(
)

―(
)

11
(3) 23
(7)

72.7
(72.7)

77.4

72.0
(74.8)

―(
)

―(
)

―(
)

75.7
(77.8)

71.3
(73.9)

83.4
(83.2)

―(
)

―(
)

81.8
(81.4)

84.0
(84.0)

72.5
(67.8)

80.0
(81.8)

76.9
(
―
)

81.0
(50.0)

―(
)

―(
)

91.7
(75.0)

95.8
(100.0)

21
(21)

170 27
(18)

―(
)

―(
)

―(
)

9(7) 18
(11)

8(7) ―(
)

―(
)

5(5) 3(2)

143
(43)

6(6) 4(0) 6(0) ―(
)

―(
)

4(2) 9(1)

5(5) 72 11
(6) ―(
)

―(
)

―(
)

5(4) 6(2) 3(3) ―(
)

―(
)

2(2) 1(1) 58
(20)

2(2) 2(0) 3(0) ―(
)

―(
)

2(1) 3(0)

18.6

5.2

14.7

― ― ― 5.6

22.3

45.3

― ― 18.0

100.0

12.8

12.0

5.0

5.7 ― ― 5.5

7.7

イ
競
争
試
験
の
実
施
状
況

(単
位
：
人
・
％
)
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行政 給料表

合
計

市
町
村
立
学
校
事
務
職
員

市
町
村
立
学
校
栄
養
職
員

警察官 程度

特別募集 通常試験 小
計

土
木

林
業副
主
幹
相
当
職

参
事
相
当
職

総
括
参
事
相
当
職

部
長
相
当
職

任
命
権
者

相
当
職

採
用
・
昇
任
の
別

小
計

警
察
官
Ｂ
(女
性
)

警
察
官
Ｂ
(男
性
)

警
察
官
Ａ
(女
性
)

警
察
官
Ａ
(男
性
)

小
計

警
察
官
Ｂ
(女
性
)

警
察
官
Ｂ
(男
性
)

警
察
官
Ａ
(女
性
)

警
察
官
Ａ
(男
性
)

0 8 2 4

知
事

採
用

209 4 1 40 ― ― 5 35

100 5 45 5 45 8 ― ―

0 5 0 0 教育
委員会

2,989
(962)

86
(56)

33
(31)

447
(70)

―(
)

― 70
(70)

377

1,009
(220)

92
(92)

302

128
(128)

487

225
(119)

―(
)

(
)0 2 0 0

警
察
本
部

1 0 0 0

その他

2,302
(731)

71
(47)

28
(26)

341
(59)

―(
)

― 59
(59)

282

820
(172)

79
(79)

271 93
(93)

377

162
(89)

―(
)

(
)

1 15 2 4 計

77.0
(76.0)

82.6
(83.9)

84.8
(83.9)

76.3
(84.3)

―(
)

― 84.3
(84.3)

74.8

81.3
(78.2)

85.9
(85.9)

89.7

72.7
(72.7)

77.4

72.0
(74.8)

―(
)

(
)85 55 23 11

知
事

昇
任

713
(136)

10
(6) 3(3)

142
(18)

―(
)

― 18
(18)

124

380
(41)

20
(20)

169 21
(21)

170 27
(18)

―(
)

(
)

0 30 5 0 教育
委員会

13 2 0 0

警
察
本
部 274
(54)

4(4) 1(1) 60
(8) ―(
)

― 8(8) 52

137
(12)

7(7) 53 5(5) 72 11
(6) ―(
)

(
)

1 3 2 0

その他

8.4

17.8

28.0

5.7 ― ― 7.4

5.4

6.0

11.3

5.1

18.6

5.2

14.7

― ―

99 90 30 11

計

医療 研究職 公安職 行政職

医
長
相
当
職

診
療
部
長
相
当
職

病
院
長
相
当
職

計

研
究

員

上
級
研
究
員

研
究
主
任
相
当
職

研
究
部
長
相
当
職

研
究
所
長
相
当
職

計

巡
査

巡
査
部
長

警
部

補

警
部

警
視
(
課
長
)

警
視
(
部
長
)

計

係
員

上
級
係
員

主
査
相
当
職

副
主
幹
相
当
職

参
事
相
当
職

総
括
参
事
相
当
職

部
長
相
当
職

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 10 0 4 0 8 2 4

0 0 0 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 5 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 4 3 3 0 9 7 0 0 0 2 0 0

9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0

10 7 0 5 2 0 3 0 0 15 5 0 4 3 3 0 45 17 0 6 1 15 2 4

1 1 0 10 ― ― 7 3 0 0 ― ― 0 0 0 0 319 ― ― 145 85 55 23 11

0 0 0 1 ― ― 1 0 0 0 ― ― 0 0 0 0 46 ― ― 11 0 30 5 0

0 0 0 0 ― ― 0 0 0 97 ― ― 9 41 30 17 27 ― ― 12 13 2 0 0

1 3 0 0 ― ― 0 0 0 0 ― ― 0 0 0 0 8 ― ― 2 1 3 2 0

2 4 0 11 ― ― 8 3 0 97 ― ― 9 41 30 17

400 ― ― 170 99 90 30 11

注
)
表
中
の
(
)
内
の
数
字
は
､
女
性
の
内
数
｡

�
採
用
選
考
・
昇
任
選
考
の
実
施
状
況
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事 医療職三� 医療職二� 医療職一� 職

主
査
相
当
職

副
主
幹
相
当
職

計

看
護
係
員

上
級
看
護
係
員

看
護
師
長
相
当
職

看
護
部
長
相
当
職
Ｂ

看
護
部
長
相
当
職
Ａ

計

医
療
係
員

上
級
医
療
係
員

医
療
主
任
相
当
職

医
療
部
長
相
当
職

医
療
所
長
相
当
職

計

医
員

医
長
相
当
職

診
療
部
長
相
当
職

病
院
長
相
当
職

計

研
究

員

上
級
研
究
員

0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 4 1 1 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 19 4 9 6 0 0 0 0

0 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 25 8 10 7 0 5 2 0

0 0 36 ― ― 19 14 3 21 ― ― 13 4 4 2 ― 1 1 0 10 ― ―

23 4 0 ― ― 0 0 0 0 ― ― 0 0 0 0 ― 0 0 0 1 ― ―

0 0 0 ― ― 0 0 0 0 ― ― 0 0 0 0 ― 0 0 0 0 ― ―

0 0 17 ― ― 11 6 0 6 ― ― 5 1 0 4 ― 1 3 0 0 ― ―

23 4 53 ― ― 30 20 3 27 ― ― 18 5 4 6 ― 2 4 0 11 ― ―

区
分

合
計

教育職 医療職 事務職

計

管
理
主
事

主
任
管
理
主
事

計

医
療
係
員

上
級
医
療
係
員

医
療
主
任
相
当
職

計

係
員

上
級
係
員

主
査
相
当
職

副
主
幹
相
当
職

前
年
度

か
ら
の

繰
越

係
属
件
数

新
規

申
立
て

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計�

25 15 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0却
下

処
理
件
数

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0取
下
げ

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

打
切
り 110 15 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

処
分
取
消 判

定

388 ― ― ― 0 ― ― 0 0 ― ― 0 0

処
分
修
正 81 ― ― ― 7 ― ― 7 27 ― ― 23 4

処
分
承
認 124 ― ― ― 0 ― ― 0 0 ― ― 0 0

計� 35 ― ― ― 0 ― ― 0 0 ― ― 0 0

翌
年
度
へ
の
繰
越�
－
�

628 ― ― ― 7 ― ― 7 27 ― ― 23 4

２
給
与
､
勤
務
時
間
そ
の
他
勤
務
条
件
に
関
す
る
報
告
及
び
勧
告
の
状
況

別
紙
の
と
お
り

３
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
の
状
況

�
係
属
状
況

該
当
な
し

�
完
結
事
案
一
覧
表

該
当
な
し

４
不
利
益
処
分
に
関
す
る
不
服
申
立
て
の
状
況

�
係
属
状
況
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49(
不
)133
他

事
案
名
等

計

そ
の
他

転
任

懲戒処分 分限処分 区
分懲
戒
免
職

停
職

減
給

戒
告

分
限
処
分

休
職

降
任

降
給

140

140

前
年
度

か
ら
の

繰
越

係
属
件
数

公
立
学
校
教
員

請
求
者

4 2 2

新
規

申
立
て

144 2 140 2 計�
却
下

処
理
件
数

県
教
育
委
員
会

処
分
者

21 21

取
下
げ

打
切
り懲
戒
戒

告
処
分

処
分
の

内
容 処
分
取
消 判

定

完
結
年
月
日

処
分
修
正
処
分
承
認

21 21

計�

取
り
下
げ

判
定 123 2 119 2

翌
年
度
へ
の
繰
越�
－
�

廃
止
報
告

変
更
検
査

落
成
検
査

性
能
検
査

設
置
数

検
査

種
類

事
業
場
数

区
分

0

労
基
法
別
表
第
１
第
11号

3 － 1 86 88

ボ
イ
ラ
ー

139

労
基
法
別
表
第
１
第
12号

2 － － 27 28

第
一
種
圧
力
容
器

101

官
公
署

240

計

�
完
結
事
案
一
覧
表

５
人
事
行
政
相
談
の
状
況

人
事
行
政
相
談
員
が
､
職
員
か
ら
相
談
を
受
け
た
件
数
８
件

６
そ
の
他

�
職
員
団
体
の
登
録
の
状
況

ア
登
録
職
員
団
体
名

自
治
労
福
島
県
職
員
労
働
組
合

福
島
県
高
等
学
校
教
職
員
組
合

福
島
県
立
高
等
学
校
教
職
員
組
合

福
島
県
教
職
員
組
合

福
島
県
学
校
事
務
労
働
組
合

イ
平
成
18年
度
変
更
登
録
年
月
日
と
そ
の
内
容

福
島
県
高
等
学
校
教
職
員
組
合

平
成
18年
５
月
11日

(役
員
､
事
務
所
､
規
約
の
変
更
)

〃
平
成
19年
３
月
７
日
(規
約
の
変
更
)

福
島
県
立
高
等
学
校
教
職
員
組
合
平
成
18年
４
月
10日

(役
員
の
変
更
)

福
島
県
学
校
事
務
労
働
組
合

平
成
18年
６
月
９
日
(役
員
の
変
更
)

�
管
理
職
員
等
の
範
囲
の
指
定
の
状
況

組
織
及
び
職
の
改
廃
等
に
よ
り
､
県
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
を
改
正

平
成
18年
６
月
２
日
規
則
改
正

�
労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
の
職
権
の
行
使

ア
対
象
事
業
場

イ
解
雇
予
告
除
外
認
定

３
件

ウ
特
定
機
械
等
の
設
置
及
び
検
査
状
況
(平
成
18年
度
末
現
在
の
基
数
)
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4.45月

職
員
の
年
間
支
給
割
合

給
料
の
特
別
調
整
額
の
減
額
後

394,169円

職
員
給
与
月
額
(ａ
)

393,484円

民
間
給
与
月
額
(ｂ
)

4.39月

民
間
の
年
間
支
給
割
合

92円
(0.02％

)

△
685円

(△
0.17％

)

較
差
(ｂ
)
－
(ａ
)

合
計

期
末
手
当

勤
勉
手
当

4.45月

職
員
の
年
間
支
給
割
合

2.125月
(改
定
な
し
)

1.4月
(改
定
な
し
)

0.725月
(改
定
な
し
)

６
月
期

4.39月

民
間
の
年
間
支
給
割
合

2.275月
(現
行
2.325月

)

1.55月
(現
行
1.6月

)
0.725月

(改
定
な
し
)

12
月
期

4.40月
(現
行
4.45月

)

2.95月
(現
行
3.0月

)
1.45月

(改
定
な
し
)

合
計

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
報
告
・
勧
告
の
概
要

平
成
18年
10月
５
日

福
島
県
人
事
委
員
会

本
年
の
報
告
・
勧
告
の
特
徴

○
職
員
の
給
与
と
民
間
給
与
と
の
比
較
方
法
の
見
直
し

(比
較
対
象
企
業
規
模
を
｢100人

以
上
｣
か
ら
｢50人

以
上
｣
に
変
更
等
)

○
月
例
給
の
改
定
見
送
り

○
期
末
手
当
の
支
給
割
合
の
改
定
(0.05月

分
引
下
げ
)

○
給
与
構
造
の
改
革
の
計
画
的
な
実
施
(給
料
の
特
別
調
整
額
の
定
額
化
等
)

○
扶
養
手
当
の
改
定
(３
人
目
以
降
の
子
等
の
支
給
月
額
を
1,000円

引
上
げ
)

Ⅰ
職
員
の
給
与
と
民
間
給
与
と
の
較
差
に
基
づ
く
改
定

１
給
与
の
比
較
方
法
の
主
な
見
直
し

�
比
較
対
象
企
業
規
模

従
来
の
｢100人

以
上
｣
を
｢50人

以
上
｣
に
変
更

�
比
較
対
象
従
業
員

ラ
イ
ン
職
の
民
間
役
職
者
の
要
件
を
変
更

要
件
変
更
後
の
ラ
イ
ン
職
の
役
職
者
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
役
職
者
等
も
対
象
に
追
加

２
給
与
の
比
較

本
委
員
会
は
､
企
業
規
模
50人

以
上
､
か
つ
､
事
業
所
規
模
50人

以
上
の
県
内
の
925の

民
間
事

業
所
の
う
ち
か
ら
､
層
化
無
作
為
抽
出
法
に
よ
っ
て
166事

業
所
を
抽
出
し
､
職
種
別
民
間
給
与
実

態
調
査
を
実
施
し
た
｡

そ
の
結
果
､
本
年
４
月
に
お
け
る
職
員
の
給
与
と
民
間
給
与
と
の
較
差
等
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

�
月
例
給

※
知
事
等
及
び
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
､
昨
年
か
ら
職
員
の
給
料
の
特
別

調
整
額
等
の
減
額
措
置
が
実
施
さ
れ
て
い
る
｡

�
特
別
給

※
民
間
の
年
間
支
給
割
合
(民
間
事
業
所
に
お
い
て
昨
年
８
月
か
ら
本
年
７
月
ま
で
の
１
年
間
に

支
給
さ
れ
た
特
別
給
(ボ
ー
ナ
ス
)
の
割
合
)

３
本
年
の
給
与
の
改
定

�
月
例
給
に
つ
い
て
は
､
民
間
給
与
月
額
と
お
お
む
ね
均
衡
し
て
い
る
こ
と
か
ら
､
改
定
を
見
送
り

�
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
の
年
間
支
給
割
合
を
0.05月

分
引
下
げ

(現
行
4.45月

分
→
4.40月

分
)
(平
成
18年
12月
期
か
ら
実
施
)

【
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
期
別
支
給
割
合
(一
般
職
員
)
】

Ⅱ
給
与
構
造
の
改
革
等

１
地
域
手
当
の
支
給
割
合
の
改
定

平
成
19年
４
月
１
日
か
ら
平
成
20年
３
月
31日
ま
で
の
間
の
暫
定
的
な
支
給
割
合
を
改
定

２
給
料
の
特
別
調
整
額
等
の
定
額
化

年
功
的
な
給
与
処
遇
を
改
め
､
管
理
職
員
の
職
務
・
職
責
を
端
的
に
反
映
で
き
る
よ
う
､
国
家

公
務
員
に
対
し
て
と
ら
れ
る
措
置
を
考
慮
し
て
､
定
率
制
か
ら
給
料
表
別
・
職
務
の
級
別
・
給
料

の
特
別
調
整
額
の
算
出
割
合
別
の
定
額
制
に
移
行
(平
成
19年
４
月
１
日
か
ら
実
施
)

３
そ
の
他

扶
養
手
当
に
つ
い
て
､
少
子
化
対
策
が
推
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
配
慮
し
､
国
家
公
務
員
に
対

し
て
と
ら
れ
る
措
置
に
準
じ
て
､
３
人
目
以
降
の
子
等
の
支
給
月
額
を
1,000円

引
上
げ

(5,000円
→
6,000円

)
(平
成
19年
４
月
１
日
か
ら
実
施
)

Ⅲ
そ
の
他
の
課
題

１
公
立
学
校
教
員
の
給
与
に
つ
い
て

定
時
制
通
信
教
育
手
当
及
び
産
業
教
育
手
当
の
額
等
に
つ
い
て
､
学
校
現
場
の
実
態
等
を
踏
ま

え
､
検
討
し
て
い
く
必
要

２
通
勤
手
当
に
つ
い
て

最
近
の
ガ
ソ
リ
ン
価
格
の
急
騰
に
よ
る
自
動
車
等
交
通
用
具
使
用
職
員
の
通
勤
の
実
情
､
交
通

機
関
等
利
用
者
の
通
勤
手
当
の
支
給
実
態
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
､
手
当
額
に
つ
い
て
検
討
す
る

必
要
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平
均

42.7歳

部
長
57歳

参
事
52歳

主
査
38歳

係
員
30歳

配
偶
者

子
２
人

配
偶
者

配
偶
者

子
２
人

配
偶
者

子
２
人

配
偶
者

355,743

558,300

446,000

320,100 円
235,700

勧
告
前

給
料
月
額355,743

558,300

446,000

320,100 円
235,700

勧
告
後

0 0 0 0 円0

給
与
月
額
等

減
少
額

�

△
20,816

△
41,127

△
27,145

△
18,056 円
△
12,435

期
末
・
勤
勉
手

当
増
加
額

�

△
20,816

(△
0.32％

)

△
41,127

△
27,145

△
18,056 円
△
12,435

年
間
給
与
の

減
少

額
�

＋
�

(給
料
月
額
の
状
況
)

平
成
16年
度

(給
料
月
額
の
状
況
)

平
成
17年
度

(給
料
月
額
の
状
況
)

平
成
18年
度

年
度

区
分

医
療
職

三�

医
療
職

二�

小
学
校
・
中

学
校
教
育
職

教
育

職

公
安

職

行
政

職

区
分

170

235

11,197

5,049

3,138 人
5,864

人
員

0

△
352

△
1,156

△
1,400

0

0

改
定
額
(円
)

本
県

43.9

44.5

42.8

42.7

42.1 歳
42.7

平
均
年
齢

0.00

△
0.09 △
0.29

△
0.35 0.00

0.00

改
定
率
(％
)

376,423

369,571

384,732

379,700

362,495 円
355,743

現
行 平
均
給
料
月
額

0

△
246

△
1,054

△
1,389

0

0

改
定
額
(円
)

国

376,423

369,571

384,732

379,700

362,495 円
355,743

改
定
後

0.00

△
0.06 △
0.28

△
0.36 0.00

0.00

改
定
率
(％
)

３
公
務
員
制
度
改
革
に
つ
い
て

よ
り
客
観
的
な
評
価
制
度
に
基
づ
く
能
力
・
実
績
重
視
の
人
事
制
度
の
導
入
に
向
け
て
検
討
し

て
い
く
必
要

４
総
実
勤
務
時
間
の
短
縮
に
つ
い
て

引
き
続
き
業
務
の
計
画
的
か
つ
効
率
的
な
執
行
に
努
め
､
超
過
勤
務
時
間
の
縮
減
及
び
年
次
有

給
休
暇
の
取
得
の
促
進
に
向
け
た
取
組
み
を
進
め
る
必
要

５
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向
け
て

男
女
の
別
な
く
個
々
の
職
員
が
持
て
る
力
を
十
分
発
揮
し
て
い
け
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
に
つ

い
て
､
引
き
続
き
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要

ま
た
､
国
に
お
け
る
育
児
の
た
め
の
短
時
間
勤
務
制
度
の
導
入
等
に
係
る
法
律
の
整
備
状
況
等

を
踏
ま
え
な
が
ら
､
そ
の
導
入
等
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
必
要

６
自
己
啓
発
等
休
業
の
制
度
に
つ
い
て

国
に
お
け
る
自
己
啓
発
等
休
業
の
制
度
の
導
入
に
係
る
法
律
の
整
備
状
況
等
を
踏
ま
え
な
が
ら
､

そ
の
導
入
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
必
要

７
服
務
規
律
の
確
保
に
つ
い
て

よ
り
一
層
､
職
員
の
服
務
規
律
遵
守
の
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
､
引
き
続
き
不
祥
事
の
再
発
防

止
に
努
め
る
必
要

〈
参
考
資
料
〉勧
告
が
実
施
さ
れ
た
場
合
の
標
準
モ
デ
ル
に
お
け
る
給
料
月
額
等
の
試
算

１
年
間
給
与
の
増
減
額
(行
政
職
の
場
合
)

(注
)
１
給
料
月
額
に
は
､
給
料
の
調
整
額
､
諸
手
当
等
は
含
ま
な
い
｡

２
上
記
の
例
は
､
一
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
で
あ
り
､
世
帯
構
成
､
昇
格
等
の
違
い
に
よ
り

各
職
員
ご
と
に
異
な
る
｡

２
平
均
給
料
月
額
(主
な
給
料
表
)

(注
)
給
料
の
改
定
な
し
｡

３
最
近
10年
間
の
改
定
額
等
の
状
況
(行
政
職
の
場
合
)
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(給
料
月
額
の
状
況
)

平
成
９
年
度

(給
料
月
額
の
状
況
)

平
成
10年
度

(給
料
月
額
の
状
況
)

平
成
11年
度

(給
料
月
額
の
状
況
)

平
成
12年
度

(給
料
月
額
の
状
況
)

平
成
13年
度

(給
料
月
額
の
状
況
)

平
成
14年
度

(給
料
月
額
の
状
況
)

平
成
15年
度

(給
料
月
額
の
状
況
)

平
成
16年
度

(給
料
月
額
の
状
況
)

平
成
17年
度

3,122

3,577 2,268

2,776

932

934

0

470

0

125 △
7,060

△
7,816

△
3,852

△
4,310

0

△
352

△
1,156

△
1,400

0.84

0.96

0.60

0.73

0.24

0.24

0.00

0.12

0.00

0.03 △
1.77

△
1.96 △
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〈参考資料〉
給与勧告のしくみ

１ 人事委員会の給与勧告制度
公務員は､ 労働基本権が制約され､ 民間企業のように労使の交渉によって給与を決めることができません｡ このた

め､ その代償措置として､ 地方公務員法に基づき､ 人事委員会の給与勧告制度が設けられています｡
この給与勧告は､ 県職員の給与を社会一般の情勢に適応したものにするため､ 国及び他の地方公共団体の職員の給

与や民間の給与などと均衡させることを基本に行っています｡

２ 給与勧告の流れ
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県職員給与と民間給与との比較方法 (ラスパイレス方法) のしくみ

個々の県職員に民間の給与額を支給したとすれば､ これに要する支給総額 (Ｂ) が､ 現に支払っている支給総額
(Ａ) に比べてどの程度の差があるかを算出しています｡
具体的には､ 役職段階､ 学歴､ 年齢別の県職員の平均給与と､ これと条件を同じくする民間の平均給与のそれぞ

れに県職員数を乗じた総額を算出し､ 両者の水準を比較しています｡



【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷
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